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介護老人保健施設 聖寿園 運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条  医療法人社団松嶺会が開設する介護老人保健施設（以下「聖寿園」という。）におい

て行う施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項

を定め、聖寿園の従業者が要介護者に対し、適正な介護老人保健施設サービスを提供

することを目的とする。 

 

（運営方針） 

第２条  聖寿園は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護                         

及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者が

その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、

その者の居宅における生活への復帰を目指すものとする。 

２ 聖寿園は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って施設サービ

スの提供に努めるものとする。 

３ 聖寿園は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営

を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、そ

の他保健医療機関又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条  事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。 

１ 名 称 介護老人保健施設 聖寿園 

   ２ 所在地 群馬県太田市熊野町３８－８１ 

 

（入所定員） 

第４条  聖寿園の入所者の定員は次の通りとする。 

（１）一般病棟    ５０名 

（２）認知症対応棟  ５０名 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第５条  聖寿園に勤務する職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。 

（１）管理者  １名 

     管理者は、聖寿園の従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的

に行うものとする。 

（２）医師 １人以上 

     医師は、常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握

に努めるとともに、その病状に照らして、妥当適切な検査、投薬、注射、処置、指

導等を行うものとする。 

（３）薬剤師 ０．３３人以上 

     薬剤師は、医師の処方に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、

利用者に対し服薬指導を行う。 

（４）看護・介護職員 ３４人以上 



 

 
 

              

     看護・介護職員は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもってその

自立の支援と日常生活の充実に資するよう、看護及び医学的な管理の下における介

護を行うものとする。 

（５）支援相談員 １人以上 

     支援相談員は、常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確

な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必

要な助言その他の援助を行うものとする。 

（６）理学療法士又は作業療法士等 １人以上 

     理学療法士・作業療法士等は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、その心身の諸

機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるため、理学・作業療法その他必要な

リハビリテーションを計画的に行うものとする。 

（７）管理栄養士又は栄養士 １人以上 

     管理栄養士は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮し栄養ケア計

画を作成し、適切な栄養状態の管理、食事相談、食事の提供を行うものとする。 

     栄養士は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮し、適切な栄養状

態の管理、食事相談、食事の提供を行うものとする。 

（８）介護支援専門員 １人以上 

     介護支援専門員は、常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の

的確な把握に努め、施設サービス計画を作成するとともに、計画の実施状況の把握

を行い、必要に応じその変更を行うものとする。 

（９）調理員、事務員、その他の従業者 

     管理者が必要と認めた員数を配置する。 

 

（入所・退所） 

第６条  入所申込者の施設への入所は、聖寿園利用約款及び重要事項説明書により入所者又

は家族等に対し、内容の説明を行い施設との契約に同意を得るものとする。 

   ２ 入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供するこ

とが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の措置を速やか

に講じるものとする。 

３ 施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する介護保険被保険者証

及び負担限度額認定証によって記載内容を確認し、申請が行われていない場合は、入

所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう、必要な援助を行うもの

とする。 

   ４ 当該入所者の要介護認定の有効期間満了の３０日前には、更新の申請が行われるよ

う、必要な援助を行うものとする。 

   ５ 聖寿園は、入所者の心身の状況、病状及びその置かれている環境等に照らし、その

者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、そ

の内容等を記録するものとする。 

   ６ 前項の検討に当たっては、医師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員、

理学・作業療法士等の従業者間で協議し、退所に際しては当該利用者又はその家族等

に対し適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者や退所後の主治医及びその他、

保健医療福祉サービス事業者等との速やかな連携を図るものとする。 

 



 

 
 

              

（契約の解除） 

第７条  管理者は、入所者に次の事由が生じた場合は、入所者又は家族等に対しその事由を

付して、契約の解除を通告するものとする。 

（１）入所者が施設の目的及び運営方針に著しく反する場合 

（２）入所者が負担すべき費用を利用月の翌月末日（日曜日及び予め聖寿園が指定する休

みに当たった場合は、その前日）迄に支払いが無かった場合は、支払期限の翌月１５

日を限りに契約を解除する。 

（３）更新・変更申請において要支援又は自立と認定された場合は、要介護認定期間の満

了をもって契約を解除する。 

 

（介護老人保健施設サービスの内容） 

第８条  聖寿園入所者に対する施設サービスの内容は次の通りとする。 

（１）診療 

（２）施設サービス計画の作成 

（３）機能訓練 

（４）看護及び医学的な管理の下における介護 

（５）食事の提供 

（６）口腔衛生の管理 

（７）相談及び援助 

（８）レクリエーション 

（９）退所に向けた総合的支援 

（10）その他利用者に対する便宜の提供 

 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第９条  看護及び医学的管理の下における介護について次の通り行うものとする。 

（１）週２回以上の入浴又は清拭 

（２）排泄の自立についての必要な援助 

（３）おむつ使用者に対する適切な援助 

（４）離床、着替え、整容その他日常生活上の適切な介護 

 

（褥瘡の発生防止） 

第１０条 聖寿園は施設サービスの提供にあたり、褥瘡が発生しないよう次の各号に定める措

置を講じなければならない。 

（１）褥瘡の発生のリスクが高い利用者に対し、褥瘡予防の為の計画を作成する 

（２）看護師等を褥瘡予防担当者とする 

（３）委員会を設置し、褥瘡対策の為の指針を整備する 

（４）従業者に対し褥瘡対策に関する教育を行うものとする 

 

（食事の提供） 

第１１条 入所者の食事は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に

提供するものとする。 

   ２ 入所者の食事は、その者の自立の支援に考慮し、できるだけ離床して食堂で行うよ

う努めるものとする。 



 

 
 

              

   ３ 疾病等を有する者には、医師の指示によりその症状に適した献立及び調理により提

供するものとする。 

   ４ 栄養ケア計画の作成や計画の変更等については、利用者・家族等への説明及び同意

を得るものとする。 

 

（口腔衛生の管理） 

第１２条 聖寿園は入所者に対する口腔衛生の管理として、次の各号に定める措置を講じなけ

ればならない。 

  （１）歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士により、介護職員に対する口腔衛

生の管理に係る技術的助言及び指導を、年２回以上行うものとする 

  （２）（１）の助言に基づき、口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、定期的

に計画の見直しを行うものとする 

 

（記録の整備） 

第１３条 施設サービスの提供にあたっては、次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５

年経過後の年度末を持って、焼却処分するものとする。 

（１）施設サービス計画 

（２）第６条５項に規定する検討記録 

（３）具体的なサービス内容の記録 

（４）緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の理由、及び拘束時間並びに心身の状況の記録 

（５）苦情受付に関する記録 

（６）事故に関する記録 

 

（利用料及びその他の費用の額） 

第１４条 施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサー

ビスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じ

た額の支払いを受けるものとする。 

   ２ 前項に定めるものの他、次に掲げるサービスの費用は、入所者から費用の支払いを

受け実施する。 

（１）食費（食材料費と調理費相当額）      日額 １，９５０円  

     ※介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は認定証に記載された額 

（２）居住費 多床室（光熱水費相当額）     日額   ５６０円 

         従来型個室（室料と光熱水費相当額）日額 １，７６０円 

     ※介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は認定証に記載された額 

     ※介護保険の外泊時費用算定期間中は、住居費・特別な室料も徴収する。 

     ※感染症や治療上の必要など施設側の事情により３０日以内の期間で個室への入所

が必要であったり、著しい精神症状等により多床室では同室者の心身の状況に重

大な影響を及ぼすおそれが高く、個室以外の対応が不可能な者が従来型個室を利

用する場合は、多床室での介護報酬を適用する。 

（３）入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴う費用 

      一般棟における個室           日額 １，０００円（税別） 

            ２人室           日額   ６００円（税別） 

（４）入所者又は家族の依頼により、入所者が使用した衣類等を施設で洗濯した場合の洗



 

 
 

              

濯代                   １回   ７５０円（非課税） 

（５）出張理美容サービス（業者により異なる）  実費 

（６）教養娯楽費  利用者の希望によるレクリエーションやクラブ活動の材料費は実費

徴収とする。 

（７）入所者が希望し、持ち込む電化製品の電気代 日額    ５０円（税別） 

（８）入所者が選定する特別な食事の提供を行った場合は実費徴収とする。 

（９）健康管理費  インフルエンザ予防接種費用 

（10）身体障害者申請用診断書料                 ６，０００円（税別） 

    健康診断書料                  ４，０００円（税別） 

    死亡診断書料                           ６，０００円（税別） 

   ＊健康診断にかかる費用は検査内容により別途実費徴収とする。 

(11) 入所者又は家族の依頼により提供する日用品費  日額 ３００円（非課税） 

(12)  入所者又は家族の依頼による領収書の再発行手数料 １枚 ５００円（税別） 

(13)  入所者又は家族の依頼により、施設から郵送する郵便物等の配送料 実費 

(14)  入所者又は家族の依頼により提供する X 線フィルム等の CD-R コピー代 

１枚 １，０００円（税別） 

 (15) 家族等の依頼により行う死後処置料       ３０，０００円（税別） 

   ３ 第１項並びに第２項の各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供にあたっては、

予め入所者又は家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し同意を得

るものとする。 

    

（利用料金の変更） 

第１５条 介護保険給付費体系の変更や、その他やむを得ない事由により料金の変更があった

場合は、事業者は当該サービス利用料金を変更する事ができ、予め契約者及び身元保

証人に説明同意を得るものとする。 

   ２ 契約者及び身元保証人は、前項の変更に同意する事が出来ない場合には、本契約は

解除するものとする。 

   ３ 契約者世帯の家計状況の急変等により、第１４条２項（３）に定める利用料につい

ては別途相談に応じるものとする。 

 

（入所中の他医療機関の受診） 

第１６条 聖寿園の医師は、入所者の病状から見て、聖寿園において自ら必要な医療を提供す

ることが困難であると認めたときは、併設病院（冨士ヶ丘病院）その他適当な病院若

しくは診療所への入院の為の措置を講じ、又は他の医師の往診を求める等診療につい

て適切な措置を講じるものとする。 

   ２ 聖寿園の医師は、入所者の為に往診を求め又は通院をさせる場合には、当該医療機

関の医師又は歯科医師との間で、診療情報を相互に提供し適切な診療を行うものとす

る。 

 

（非常災害対策） 

第１７条 聖寿園は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、非常災害に備え毎年２

回の避難及び救出その他必要な訓練を行うものとする。 

   ２ 従業者は、常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。 



 

 
 

              

   ３ 管理者は、防火管理者を選任し、防火管理者は定期的に消防用設備、救出用設備を

点検するものとする。 

４ 災害が発生した場合であっても、サービスを継続的に提供できる体制を構築する観

点から、業務継続に向けた計画の策定、研修及び訓練を実施し、必要に応じて計画の

変更を行うものとする。 

５ 訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。 

 

（施設サービスの質の評価） 

第１８条 管理者は、自らの施設が提供するサービスの質について評価を行い、常にその改善

を図るものとする。 

 

（苦情等への対応） 

第１９条 管理者は、施設サービスに関する入所者及び家族等からの苦情に迅速かつ適切に対

応するために苦情受付担当者を置き、苦情を受け付けたときには速やかに事実関係を

調査すると共に、対応の結果について苦情の申し出者に報告するものとする。 

 

（個人情報の保護及び守秘義務） 

第２０条 聖寿園は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労

働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イドライン」を遵守し、敵切な取扱いに努める。 

   ２ 聖寿園の従業者は、業務上知り得た入所者又はその家族及び他の従業者の個人情報

を第三者に洩らしてはならない。このことについては、聖寿園を退職した後も同様と

する。 

   ３ 入所者が、保健・医療・福祉サービスを円滑に受けられるよう、関係機関との情報

提供を行う場合は予め同意を得るものとする。 

 

（衛生管理） 

第２１条 管理者は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について

衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療用具の管

理を適正に行うものとする。 

   ２ 管理者は、感染症又は食中毒の発生及び蔓延の防止に努めるために看護師等による

委員会を設置し、おおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、従

業者に周知徹底を図るものとする。 

   ３ 感染症又は食中毒の予防及び蔓延の防止のために指針を整備する。 

   ４ マニュアルに基づき、従業者に対する研修を定期的に行う。 

   ５ 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手

順」に沿った対応を行う。 

６ 感染症が発生した場合であっても、サービスを継続的に提供できる体制を構築する

観点から、業務継続に向けた計画の策定、研修及び訓練を実施し、必要に応じて計画

の変更を行うものとする。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第２２条 管理者は、施設サービスの提供により事故発生の防止に努め、万が一事故が発生し



 

 
 

              

た場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じるものとする。 

   ２ 事故発生又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合は、状況及び事故に際して

とった処置について記録し、改善策を検討する。 

   ３ 管理者は、担当者を設置し、事故発生防止の為の委員会及び研修を行うものとする。 

４ 管理者は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合は、

速やかに損害賠償を行うものとする。但し、事業所の責めに帰すべからざる事由によ

る場合は、この限りではない。 

 

（身体拘束の禁止） 

第２３条 聖寿園は、施設サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するた

め、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行

ってはならない。 

   ２ 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、利用者又は家族等の同意を得た上で、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録し

なければならない。 

   ３ 身体拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。 

（１） 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 

（２） 身体拘束等適正化のための指針を整備する。 

（３） 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

する。 

 

（虐待の防止） 

第２４条 管理者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、必要な措置を講じるもの

とする。 

   ２ 虐待の防止に関する責任者は管理者とする。 

   ３ 管理者は、従業者又は擁護者により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合

は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

   ４ 管理者は、虐待の防止等のために、以下に掲げる事項を実施する。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて従業者に周知徹底を図る。 

（２） 虐待防止のための指針を整備する。 

（３） 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 

（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

（介護保険等関連情報の活用） 

第２５条 聖寿園は、介護保険施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第１１８条

の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効

に行うよう努めるものとする。 

 

（地域との連携） 

第２６条 管理者は、その運営にあたっては地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力



 

 
 

              

を行い、地域との交流に努めるものとする。 

 

（施設利用にあたり入所者等が留意すべき事項） 

第２７条 入所者が、外出又は外泊しようとするときは、その都度行き先、用件、施設への帰

着予定日時を管理者に届け出て、許可を得るものとする。 

   ２ 外出・外泊中に健康状態が悪化した場合には、必ず聖寿園に連絡し医師の指示を受

けるものとする。 

   ３ 入所者への面会に際しては、面会簿に所定の事項を記録するものとする。 

   ４ 入所中の喫煙及び飲酒は禁止するものとする。 

   ５ ライター、刃物類、はさみ等の持ち込みは禁止するものとする。 

   ６ 聖寿園で行う非常災害対策において、可能な限り協力するものとする。 

 

（職員の質の確保） 

第２８条 聖寿園は、職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。 

   ２ 聖寿園は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護

保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置

を講じるものとする。 

 

（職員の服務規律） 

第２９条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命

令に従い自己の業務に専念する。服務にあたっては、協力して施設の秩序を維持し常

に次の事項に留意すること。 

（１）利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。 

（２）管理者が不在時で急を要する事態が発生した場合は、事務長又は看護師長が管理業

務を臨時的に代行する。 

（３）各部署は別添の組織図により構成される。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第３０条 聖寿園は、従業者の資質の向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備す

るものとする。 

   ２ 聖寿園は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の

明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

   ３ この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人社団松嶺会と聖寿園

の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

附   則 

１ この規程は平成１２年４月１日より施行する。 

附   則 

１ この改正規程は平成１６年９月１日より施行する。 

附   則 

１ この改正規程は平成１６年１２月６日より施行する。 

附   則 

１ この改正規程は平成１７年４月１日より施行する。 

附   則 

１ この改正規程は平成１７年１０月１日より施行する。 

附   則 

１ この改正規程は平成１８年４月１日より施行する。 

附   則 

１ この改正規程は平成１８年１０月１日より施行する。 

附   則 

１ この改正規程は平成１９年７月１日より施行する。 

附   則 

１ この改正規程は平成１９年１０月１日より施行する。 

附   則 

１ この改正規程は平成２１年４月１日より施行する。 

附   則 

１ この改正規程は平成２４年４月１日より施行する。 

                  附    則 

１  この改正規程は平成２４年１１月１日より施行する。 

                  附    則 

１ この改正規程は平成２５年４月１日より施行する。 

                  附       則 

１ この改正規程は平成２５年９月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は平成２６年４月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は平成２７年４月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は平成２８年４月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は平成２９年２月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は平成２９年４月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は平成３０年４月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は平成３０年８月１日より施行する。 

附       則 



 

 
 

              

１ この改正規程は２０１９年４月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は２０１９年１０月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は２０２１年４月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は２０２２年１０月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は２０２４年４月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は２０２４年８月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は２０２５年８月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

第１４条 別紙 

介護老人保健施設聖寿園の利用料金表 

◎介護保険給付サービス利用料金（１日あたり） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額

を除いた金額（自己負担額に応じた額）をお支払いいただく。 

※下記基本料金は、別に厚生労働大臣が定める施設基準（「在宅復帰・在宅療養支援等指標」、

「退所時指導等」「リハビリテーションマネジメント」「地域貢献活動」「充実したリハビリテ

ーション」の５項目）を原則とし、算定要件を満たした場合は１「基本型」、要件を満たさな

い場合は２「その他型」とする。また、月ごとに変更となる場合がある。 

１． 基 本 料 金 （ 基 本 型 ） 

１－１ 自己負担額１割 

〔個  室〕（介護保健施設サービス費（Ⅰ）-（ⅰ）） 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，１７０円 ７，６３０円 ８，２８０円 ８，８３０円 ９，３２０円 

2.うち、介護保険から給付さ

れる金額９割 
６，４５３円 ６，８６７円 ７，４５２円 ７，９４７円 ８，３８８円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）１割 
７１７円 ７６３円 ８２８円 ８８３円 ９３２円 

〔４ 人 室・２ 人 室〕（介護保健施設サービス費（Ⅰ）-（ⅲ）） 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，９３０円 ８，４３０円 ９，０８０円 ９，６１０円 １０，１２０円 

2.うち、介護保険から給付さ

れる金額９割 
７，１３７円 ７，５８７円 ８，１７２円 ８，６４９円 ９，１０８円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）１割 
７９３円 ８４３円 ９０８円 ９６１円 １，０１２円 

１－２ 自己負担額２割 

〔個  室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，１７０円 ７，６３０円 ８，２８０円 ８，８３０円 ９，３２０円 

2.うち、介護保険から給付さ

れる金額８割 
５，７３６円 ６，１０４円 ６，６２４円 ７，０６４円 ７，４５６円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）２割 
１，４３４円 １，５２６円 １，６５６円 １，７６６円 １，８６４円 

〔４ 人 室・２ 人 室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，９３０円 ８，４３０円 ９，０８０円 ９，６１０円 １０，１２０円 

2.うち、介護保険から給付さ

れる金額８割 
６，３４４円 ６，７４４円 ７，２６４円 ７，６８８円 ８，０９６円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）２割 
１，５８６円 １，６８６円 １，８１６円 １，９２２円 ２，０２４円 

 

 



 

 
 

              

１－３ 自己負担額３割 

〔個  室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，１７０円 ７，６３０円 ８，２８０円 ８，８３０円 ９，３２０円 

2.うち、介護保険から給付さ

れる金額７割 
５，０１９円 ５，３４１円 ５，７９６円 ６，１８１円 ６，５２４円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）３割 
２，１５１円 ２，２８９円 ２，４８４円 ２，６４９円 ２，７９６円 

〔４ 人 室・２ 人 室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，９３０円 ８，４３０円 ９，０８０円 ９，６１０円 １０，１２０円 

2.うち、介護保険から給付さ

れる金額７割 
５，５５１円 ５，９０１円 ６，３５６円 ６，７２７円 ７，０８４円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）３割 
２，３７９円 ２，５２９円 ２，７２４円 ２，８８３円 ３，０３６円 

 

２． 基 本 料 金 （ そ の 他 型 ） 

２－１ 自己負担額１割 

〔個  室〕（介護保健施設サービス費（Ⅳ）-（ⅰ）） 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，０３０円 ７，４８０円 ８，１２０円 ８，６５０円 ９，１３０円 

2.うち、介護保険から給付さ

れる金額９割 
６，３２７円 ６，７３２円 ７，３０８円 ７，７８５円 ８，２１７円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）１割 
７０３円 ７４８円 ８１２円 ８６５円 ９１３円 

〔４ 人 室・２ 人 室〕（介護保健施設サービス費（Ⅳ）-（ⅱ）） 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，７７０円 ８，２６０円 ８，８９０円 ９，４１０円 ９，９１０円 

2.うち、介護保険から給付さ

れる金額９割 
６，９９３円 ７，４３４円 ８，００１円 ８，４６９円 ８，９１９円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）１割 
７７７円 ８２６円 ８８９円 ９４１円 ９９１円 

２－２ 自己負担額２割 

〔個  室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，０３０円 ７，４８０円 ８，１２０円 ８，６５０円 ９，１３０円 

2.うち、介護保険から給付さ

れる金額８割 
５，６２４円 ５，９８４円 ６，４９６円 ６，９２０円 ７，３０４円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）２割 
１，４０６円 １，４９６円 １，６２４円 １，７３０円 １，８２６円 

 

 



 

 
 

              

〔４ 人 室・２ 人 室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，７７０円 ８，２６０円 ８，８９０円 ９，４１０円 ９，９１０円 

2.うち、介護保険から給付さ

れる金額８割 
６，２１６円 ６，６０８円 ７，１１２円 ７，５２８円 ７，９２８円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）２割 
１，５５４円 １，６５２円 １，７７８円 １，８８２円 １，９８２円 

２－３ 自己負担額３割 

〔個  室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，０３０円 ７，４８０円 ８，１２０円 ８，６５０円 ９，１３０円 

2.うち、介護保険から給付さ

れる金額７割 
４，９２１円 ５，２３６円 ５，６８４円 ６，０５５円 ６，３９１円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）３割 
２，１０９円 ２，２４４円 ２，４３６円 ２，５９５円 ２，７３９円 

〔４ 人 室・２ 人 室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，７７０円 ８，２６０円 ８，８９０円 ９，４１０円 ９，９１０円 

2.うち、介護保険から給付さ

れる金額７割 
５，４３９円 ５，７８２円 ６，２２３円 ６，５８７円 ６，９３７円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）３割 
２，３３１円 ２，４７８円 ２，６６７円 ２，８２３円 ２，９７３円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

３．加算・減算（以下の加算項目に該当した場合は、上記１．基本料金に加算・減算すること

とする。） 

〔加算〕 

＊１割負担の場合 

加算名称 単位 利用料金 自己負担額１割 

①初期加算Ⅰ（入所後３０日間） 円／日 ６００円 ６０円 

 初期加算Ⅱ（入所後３０日間） 円／日 ３００円 ３０円 

②試行的退所時指導加算 円／回 ４，０００円 ４００円 

③退所時情報提供加算Ⅰ 円／回 ５，０００円 ５００円 

 退所時情報提供加算Ⅱ 円／回 ２，５００円 ２５０円 

④入退所前連携加算Ⅰ 円／回 ６，０００円 ６００円 

入退所前連携加算Ⅱ 円／回 ４，０００円 ４００円 

⑤協力医療機関連携加算（R6 年度中） 円／月 １０００円／５０円 １００円／５円 

協力医療機関連携加算（R7年度～） 円／月 ５００円／５０円 ５０円／５円 

⑥再入所時栄養連携加算 円／回 ２，０００円 ２００円 

⑦訪問看護指示加算 円／回 ３，０００円 ３００円 

⑧栄養マネジメント強化加算 円／日 １１０円 １１円 

⑨療養食加算 円／回 ６０円 ６円 

⑩経口移行加算 円／日 ２８０円 ２８円 

⑪経口維持加算Ⅰ 円／月 ４，０００円 ４００円 

経口維持加算Ⅱ 円／月 １，０００円 １００円 

⑫退所時栄養情報連携加算 円／月 ７００円 ７０円 

⑬口腔衛生管理加算Ⅰ 円／月 ９００円 ９０円 

 口腔衛生管理加算Ⅱ 円／月 １，１００円 １１０円 

⑭在宅復帰支援機能加算 円／日 １００円 １０円 

⑮緊急時治療管理 円／日 ５，１８０円 ５１８円 

⑯特定診療費  医療行為算定額 医療行為算定額の１０％ 

⑰所定疾患施設療養費 Ⅰ 円／日 ２，３９０円 ２３９円 

 所定疾患施設療養費 Ⅱ 円／日 ４，８００円 ４８０円 

⑱かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰイ 円／回 １，４００円 １４０円 

 かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰロ 円／回 ７００円 ７０円 

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ 円／回 ２，４００円 ２４０円 

 かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ 円／回 １，０００円 １００円 

⑲夜勤職員配置加算 円／日 ２４０円 ２４円 

⑳認知症ケア加算 円／日 ７６０円 ７６円 

㉑短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ 円／日 ２，５８０円 ２５８円 

短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ 円／日 ２，０００円 ２００円 

㉒認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ 円／日 ２，４００円 ２４０円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ 円／日 １，２００円 １２０円 

㉓若年性認知症入所者受入加算 円／日 １，２００円 １２０円 

㉔在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 円／日 ５１０円 ５１円 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 円／日 ５１０円 ５１円 



 

 
 

              

㉕入所前後訪問指導加算Ⅰ 円／回 ４，５００円 ４５０円 

入所前後訪問指導加算Ⅱ 円／回 ４，８００円 ４８０円 

㉖認知症専門ケア加算Ⅰ 円／日 ３０円 ３円 

 認知症専門ケア加算Ⅱ 円／日 ４０円 ４円 

㉗認知症チームケア推進加算Ⅰ 円／月 １５００円 １５０円 

 認知症チームケア推進加算Ⅱ  １２００円 １２０円 

㉘認知症行動・心理症状緊急対応加算 円／日 ２，０００円 ２００円 

㉙リハビリテーションマネジメント計

画書情報加算Ⅰ 
円／月 ５３０円 ５３円 

 リハビリテーションマネジメント計

画書情報加算Ⅱ 
円／月 ３３０円 ３３円 

㉚高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 円／月 １００円 １０円 

 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 円／月 ５０円 ５円 

㉛新興感染症等施設療養費 円／日 ２４００円 ２４０円 

㉜生産性向上推進体制加算Ⅰ 円／月 １０００円 １００円 

 生産性向上推進体制加算Ⅱ 円／月 １００円 １０円 

㉝褥瘡マネジメント加算Ⅰ 円／月 ３０円 ３円 

 褥瘡マネジメント加算Ⅱ 円／月 １３０円 １３円 

㉞排せつ支援加算Ⅰ 円／月 １００円 １０円 

 排せつ支援加算Ⅱ 円／月 １５０円 １５円 

 排せつ支援加算Ⅲ 円／月 ２００円 ２０円 

㉟自立支援促進加算 円／月 ３０００円 ３００円 

㊱科学的介護推進体制加算Ⅰ 円／月 ４００円 ４０円 

科学的介護推進体制加算Ⅱ 円／月 ６００円 ６０円 

㊲安全対策体制加算 円／初日 ２００円 ２０円 

㊳ターミナルケア加算 

（死亡日以前 31日以上 45日以下） 
円／日 ７２０円 ７２円 

（死亡日以前 4日以上 30日以下） 円／日 １，６００円 １６０円 

（死亡日の前日及び前々日） 円／日 ９，１００円 ９１０円 

（死亡日） 円／日 １９，０００円 １，９００円 

㊴サービス提供体制強化加算Ⅰ 円／日 ２２０円 ２２円 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 円／日 １８０円 １８円 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 円／日 ６０円 ６円 

㊵介護職員等処遇改善加算Ⅱ 総合計額に 7.1％を乗じた額（４） （４）の金額 

※ご契約者が外泊された場合、また、外泊時に当施設が提供する居宅サービスを利用した場合、

月６日を限度にお支払いいただく１日あたりの利用料金は、下記のとおりです。 

加算名称 単位 利用料金 自己負担額１割 自己負担額２割 

外泊時費用 円／日 ３，６２０円 ３６２円 ７２４円 

居宅サービス利用費用 円／日 ８，０００円 ８００円 １，６００円 

〔減算〕 

減算名称 単位 利用料金 自己負担額１割 

① 安全管理体制未実施減算 円／日 ５０円 ５円 

② 栄養管理未実施減算 円／日 １４０円 １４円 



 

 
 

              

③ 身体拘束廃止未実施減算 ％／日 所定単位数の１０％ 

④ 高齢者虐待防止措置未実施減算 ％／日 所定単位数の１％ 

⑤ 業務継続計画未策定減算 ％／日 所定単位数の３％ 

＊自己負担割合が２割、３割の場合、自己負担金額は１割負担の場合の２倍、３倍となる。 

＊上記基本料金と各種加算（該当するもの）の自己負担割合に応じた負担合計金額に、地域区

分（太田市「７級地」）の１．４％を乗じた金額を加算した額が１日当たりの個人負担金。 

 

 

各種加算・減算について 
＊個人負担額の表に、各種加算（該当するもの）の合計金額が１日の個人負担金です。 

＊各種加算①は、初期加算Ⅰ 

急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院３０日以内に退院し、入所した入所者について、 

空床情報を地域医療情報連携ネットワーク等を通じて地域の医療機関と定期的に情報共有を 

行っている、又は、空床情報を施設ウェブサイトに定期的に公表するとともに、急性期医療を担う 

複数医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に情報共有を行っている場合は、入所日から起算し 

て３０日以内の期間に加算。 

初期加算Ⅱ 

初期加算Ⅰを算定していない場合に、入所日から起算して３０日以内の期間に加算。 

＊各種加算②は、退所が見込まれる入所期間が１ヶ月を超える方をその居宅において試行的に退所させる場合におい

て、試行的な退所時に、本人・家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に 3 ヶ月の間、

月 1 回を限度として加算。 

＊各種加算③は、退所時情報提供加算（Ⅰ） 

入所者が退所し、その居宅で療養を継続する場合に、退所後の主治医に対して利用者の同意を得た 

上で、診療状況、心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合。退所後に社会福祉施設等に入所す 

る場合は、社会福祉施設等に対して診療状況、心身の状況、生活歴等の、利用者の処遇に必要な情 

報を提供した場合。 

退所時情報提供加算（Ⅱ） 

入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、医療機関に対して入所者の同意を得て入所者 

の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、紹介を行った場合。 

＊各種加算④は、入退所前連携加算（Ⅰ） 

        入所予定日前３０日以内又は入所後３０日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援

事業者と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針

を定めた場合。 

        入退所前連携加算（Ⅱ） 

        入所期間が１ヶ月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービ

スを利用する場合において、入所者の退所に先立ち利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、

入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて入所者に係わる前記サービスに必要な情報を提

供し、かつ、居宅介護支援事業者と連携して退所後の前記サービス利用に関する調整を行った場合。 

＊各種加算⑤は、協力医療機関（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生

省令第４０号）第３０条第１項本文に規定する協力医療機関）との間で、入所者の同意を得て、当

該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合で、協力医療機関が、介護老

人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第３０条第１項第１号から第３号までに

規定する要件を満たしている場合は５０単位、満たしていない場合は５単位。 

＊各種加算⑥は、入所者が退所し、病院又は診療所に入院した場合であって、当施設に再入所する際、特別食を必要

とする状態で必要となる栄養管理が、入院前に必要としていた栄養管理と大きく異なるため、管理

栄養士が病院又は診療所の管理栄養士と連携し栄養ケア計画を策定した場合。 

＊各種加算⑦は、入所者の退所時に、当施設医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護（訪問看護サービスに限る）、又は指定看護小規模多機能型居宅介護（看護サービスに限

る）の利用が必要であると認め、前記サービス事業所に対して、本人の同意を得て、訪問看護指示

書を交付した場合。 

＊各種加算⑧は、１管理栄養士を常勤換算法で必要数以上配置している。 

２低栄養状態にある方又は低栄養状態のおそれのある方に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、 

看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成した栄養ケア計画に従い、本人の栄養管 

理をするための食事の観察を定期的に行い、入所者ごとの栄養状態、心身の状況及び嗜好を踏まえ 

た食事の調整等を実施している。 

３上記以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応 

している。 



 

 
 

              

４入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当 

該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している。 

１、２、３、４を満たした場合。 

＊各種加算⑨は、医師の指示により発行される食事箋で、糖尿病食・腎臓病食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓病食・肝臓

病食・高脂血症食・痛風食及び特別な場合の検査食該当者。１日につき３回を限度とする。 

＊各種加算⑩は、経管により食事を摂取している入所者毎に経口移行計画を作成し栄養管理及び、言語聴覚士等が支

援を行った場合、計画作成日から、１８０日以内の期間に限り加算。但し、医師の指示により継続

して経口摂取を進める為の栄養管理が必要とされた場合は、引き続き加算。 

＊各種加算⑪は、経口維持加算（Ⅰ） 

現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対して、医師又 

は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種 

の者が共同して、食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに経口維持計画を作成している場合で 

あって、医師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理 

栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。）に基づき管理栄養士等が栄養管理を行った場合、 

１月につき算定。 

経口維持加算（Ⅱ） 

当該施設が協力歯科医療機関を定めている場合であり、経口維持加算（Ⅰ）において行う食事の観 

察及び会議等に、医師（人員基準に規定する医師を除く。）歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士 

が加わった場合、経口維持加算（Ⅰ）に加えて、１月につき算定。 

＊各種加算⑫は、特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が退所する際に、居宅に 

退所する場合は主治医の属する病院等及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は介護保険施 

設（以下、医療機関等）に入院又は入所する場合は医療機関等に対して、入所者の同意を得て、 

管理栄養士が栄養管理に関する情報を提供した場合であって、栄養マネジメント強化加算を算定し 

ていない場足。 

＊各種加算⑬は、口腔管理加算（Ⅰ） 

１歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔 

衛生等の管理に係る計画が作成されている。 

２歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生の管理を月二回以上行う。 

３歯科衛生士が入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及 

び指導を行う。 

４歯科衛生士が、入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応する。 

１、２、３、４を満たした場合。 

        口腔管理加算（Ⅱ） 

        口腔管理加算Ⅰの要件に加え、入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労

働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効

な実施のために必要な情報を活用している場合。 

＊各種加算⑭は、１ヶ月以上入所した方でご家族との連絡調整及び入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者

に対し、居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行い、在

宅復帰支援を積極的に行い、一定割合以上となった場合加算。 

＊各種加算⑮は、入所者の病状が重篤となり、救命救急医療が必要となった場合の緊急的な治療管理を行った場合、

連続する３日を限定に算定。 

＊各種加算⑯は、やむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療をおこな

った場合。 

＊各種加算⑰は、所定疾患施設療養費Ⅰ（１ヶ月に１回、連続する１０日を限度として算定） 

肺炎（検査必須）、尿路感染症（検査必須）、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪、の入所者に 

対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合で、診断、診断日、投薬、検査、注射、処置等の 

内容等（近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む）を診療録に記録し、算定開始年度の翌年 

度以降に前年度の投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表している場合。 

所定疾患施設療養費Ⅱ 

Ⅰの要件及び、診療録に、診断に至った根拠、近隣の医療機関と連携して実施した検査等の記録を 

追加し、かつ、施設医師が感染症対策に関する研修を受講している場合。 

＊各種加算⑱は、かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ） 

        １当施設医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講している。 

        ２入所後１ヶ月以内に、状況に応じて入所者の処方の内容を変更する可能性があることについて入

所者の主治医に説明し、主治医が合意している。 

        ３入所前に６種類以上の内服薬が処方されており、施設医師と主治医が共同し、入所中に処方内容

を総合的に評価及び調整し、かつ、療養上必要な指導を行っている。 

４入所中、処方内容に変更があった場合は医師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情報共有を行い、 

変更後の入所者の状態等について、関係職種で確認を行う。 

５入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の状態等について、退所時 

又は退所後１ヶ月以内に主治医に情報提供を行い、その内容を診療録に記載している。 



 

 
 

              

        １、２、３、４、５を満たした場合は、かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰイを算定。 

        １、４、５を満たし、また、入所前に６種類以上の内服薬が処方されていた入所者の入所中に服用

薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合は、かかりつけ医連携

薬剤調整加算Ⅰロを算定。 

        かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰのイ又はロを算定し、入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に

提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切有効な実施ために必要な情報を活用して

いる場合は、かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱを算定。 

        かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱを算定し、退所時において処方されている内服薬の種類が、入所

時に比べ一種類以上減少している場合は、かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲを算定。 

＊各種加算⑲は、療養棟ごとに、夜勤時の職員配置が２０：１以上になっている場合。 

＊各種加算⑳は、日常生活に支障をきたすような症状・行動又は意思疎通の困難さがみられることから介護を必要と

する方（当施設では認知症対応棟の方が対象） 

＊各種加算㉑は、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士（以下、医師等）が入所日から 

起算して３ヶ月以内の期間に集中的にリハビリを行った場合であって、かつ、その評価結果等の情 

報を厚生労働省に提出し必要に応じて計画を見直ししている場合。 

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 

医師等が入所日から起算して３ヶ月以内の期間に集中的にリハビリを行った場合 

＊各種加算㉒は、認知症でありリハビリによって改善が見込まれると医師が判断した者に対して、別に厚生労働大臣

が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用して老健局長が定める様式

により届出を行った施設において、医師等入所日から起算して３ヶ月の期間に集中的に個別リハビ

リを行った場合に週３日を限度に加算する。 

        認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)については、上記に加えて入所者が退所後に生活

する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、把握した生活環境を踏まえ、リハビリテーション計画を作

成している場合。         

＊各種加算㉓は、若年性認知症入所者に対してサービスを行った場合に加算する。 

＊各種加算㉔は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして電子情報処理組織を使用する方法により、都

道府県知事に対し、老健局長が定める様式により届け出た場合に加算（基準については職員にお尋

ねください）。 

＊各種加算㉕は、入所前後訪問指導加Ⅰ 

入所者が退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の

決定を行った場合に加算する。 

入所前後訪問指導加算Ⅱ 

退所を目的とした施設サービス作成及び診療方針を決定するにあたり、生活機能の具体的な改善目

標を定め、退所後の生活に係る支援計画を作成した場合に加算する。 

＊各種加算㉖は、認知症介護に係る専門的な研修を終了している者や認知症介護の指導に係る専門的な研修を終了してい

る者が規定数以上いる場合で、専門的な認知症ケアを行った場合に加算する。認知症チームケア推

進加算を算定している場合は算定しない。 

＊各種加算㉗は、認知症の方に対し認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを提供した場合。 

        認知症チームケア推進加算Ⅰ 

        １施設における入所者総数のうち、介護者から日常生活に対する注意を必要とする認知症の方の占

める割合が二分の一以上。 

        ２認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下、予防等）に資する認知症介護の指

導に係る研修や認知症介護に係る研修及び認知症の行動や心理症状の予防等のケアプログラムを

含んだ研修を修了している職員を一名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症対応チ

ームを組んでいる。 

        ３個別に認知症の行動や心理症状の評価を計画的に行い、評価に基づく値を測定し認知症の行動や

心理症状の予防等に資するチームケアを実施している。 

        ４認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動や心理症状の有無及び

程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直しを行っている。 

        認知症チームケア推進加算Ⅱ 

        １、３、４、を満たし、認知症介護に係る研修専門的な研修を修了している職員を 1 名以上配置し、

複数人の介護職員から成る対応チームを組んでいる場合に加算。 

＊各種加算㉘は、医師が認知症の行動・心理症状から在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当と判断

した場合に入所から 7 日を限度に加算する。 

＊各種加算㉙は、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅰ 

１入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。 

２必要に応じて計画の内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当たって、１の情報その他 

リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

３口腔生成管理加算Ⅱ及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。 

４入所者ごとに医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、 



 

 
 

              

介護職員その他の職種の者（以下、関係職種）が計画の内容等の情報その他リハビリテーションの 

適切かつ有効な実施のために必要な情報、口腔の健康状態に関する情報及び栄養状態に関する情報 

を相互に共有すること。 

５、４で共有した情報を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行い、見直し内容について、関係職 

種の間で共有していること。 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅱ 

１、 ２を満たす場合。 

＊各種加算㉚は、高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 

        １第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保している。 

        ２協力医療機関その他の医療機関との間で、新興感染症を除く感染症の発生時等の対応を取り 

決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応している。 

        ３感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染 

対策に関する研修又は訓練に一年に一回以上参加している。 

        高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 

        感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、三年に一回以上、施設内で感染者が発生した 

場合の対応に係る実地指導を受けている。 

＊各種加算㉛は、入所者が、厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療 

        機関を確保し、かつ、感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、サービスを行った 

場合、月１回、連続する５日を限度として加算。 

＊各種加算㉜は、生産性向上推進体制加算Ⅰ 

        １入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方針を検討するため 

の委員会において、次の事項について検討を行い、及び事項の実施を定期的に確認していること。 

（１） 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担軽減に資する機器（以下、介護機器）を活用

する場合における入所者の安全及びケアの質の確保 

（２） 職員の負担の軽減及び職務状況への配慮 

（３） 介護機器の定期的な点検 

（４） 業務の効率化及び質の向上並びに職員尾負担軽減を図るための職員研修 

２、 １の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及び質の確保並びに職員の負担軽減に関す

る実績があること。 

        ３介護機器を複数種類活用していること。 

４、１の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及び質の確保並びに負担

軽減について必要な検討を行い、検討を踏まえて必要な取り組みを実施し、及び取組の実施を定期

的に確認すること。 

５事業年度ごとに１、３及び４の取組による業務の効率化及び質の確保並びに職員の負担軽減に関

する実績を厚生労働省に報告すること。 

生産性向上推進体制加算Ⅱ 

１を満たしていること及び、介護機器を活用していること並びに事業年度ごとに、介護機器を活用

していることと１の取組による業務の効率化及び質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績を

厚生労働省に報告していること。 

＊各種加算㉝は、褥瘡マネジメント加算Ⅰ 

１入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、入所時に評価するとともに、少なくとも 

三ヶ月に一回、評価を行い、評価結果を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情 

報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している。 

２評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、介護職員、管 

理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成し 

ている。 

３入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者の状態 

について定期的に記録している。 

４評価に基づき、少なくとも 3 ヶ月に 1 回、入所者ごとの褥瘡ケア計画を見直ししている。 

１、２、３、４を満たした場合。 

褥瘡マネジメント加算Ⅱ 

褥瘡マネジメント加算Ⅰの要件に加え、入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者につ 

いて、褥瘡の発生のない場合。 

＊各種加算㉞は、排せつ支援加算（Ⅰ） 

１排泄に介護を要する入所ごとに、要介護状態の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師 

が施設入所時に評価するとともに、少なくとも六ヶ月に一回、評価を行い、その評価結果等の情報 

を厚生労働省に提出し、排泄支援の実施に当たって、当該情報その他排泄支援の適切かつ有効な実 

施のために必要な情報を活用している。 

２評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる方について、医師、 

看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者が排泄に介護を要する原因を分析し、 

それに基づいた支援計画を作成し、計画に基づく支援を継続して実施している。 



 

 
 

              

３評価に基づき、少なくとも三ヶ月に一回、支援計画を見直している。 

１、２、３を満たした場合。 

排せつ支援加算（Ⅱ） 

排せつ支援加算Ⅰの要件に加え、（１評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる方について、入 

所時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれも悪化がない。 

２評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる方について、入所時と比較して、おむつ使用ありか 

ら使用なしに改善したこと。又は施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者に 

ついて、尿道カテーテルが抜去されたこと。）のいずれかに適合すること。 
排せつ支援加算（Ⅲ） 

排せつ支援加算Ⅰの要件に加え、排せつ支援加算Ⅱの要件にある１と２の両方を満たした場合。 

かつ施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜 

去されたこと 

＊各種加算㉟は、１医師が入所者ごとに、自立支援に係る医学的評価を施設入所時に行うとともに、少なくとも六ヶ

月に一回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること。 

２医学的評価の結果、自立支援促進の対応が必要であるとされた入所者ごとに、医師、看護職員、 

介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支 

援計画に従ったケアを実施していること。 

３医学的評価に基づき、少なくとも三ヶ月に一回、入所者ごとに支援計画を見直していること。 

４医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立支援促進の実施に当たって、当該情報そ 

の他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

１、２、３、４を満たした場合。 

＊各種加算㊱は、科学的介護推進体制加算Ⅰ 

        １入所者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係

る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

２必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、１に規定する情報そ 

の他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

１、２を満たした場合。 

科学的介護推進体制加算Ⅱ 

１科学的介護推進体制加算Ⅰの要件に加え、入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報を、厚生労働 

省に提出していること。 

必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、科学的介護推進体制加 

算Ⅰの算定要件の１に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報 

を活用していること。 

＊各種加算㊲は、１介護老人保健施設基準第三十六条第一項に規定する基準（事故発生の防止のための指針を整備し 

ている。事故が発生した場合又はそれに至る危険性が生じた場合に事実が報告され、その分析を通 

じた改善策を職員に周知徹底している。事故発生の防止のため委員会及び職員に対する研修を定期 

的に行っている）に適合している。 

        ２介護老人保健施設基準第三十六条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部におけ

る研修を受けていること。 

３安全管理部門を設置し、組織内に安全対策を実施する体制が整備されていること。 

１、２、３を満たした場合。 

＊各種加算㊳は、１医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

２入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者のターミナルケアに係る計画が作成されている 

こと。 

３医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、入所者の状態又は家族の求め 

に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

１、２、３を満たした場合。 

＊各種加算㊴は、サービス提供体制強化加算Ⅰ 

１介護職員の内、介護福祉士の占める割合が８０％以上或いは勤続年数１０年以上の介護福祉士の 

占める割合が３５％以上であること。 

２提供するサービスの質の向上に資する取り組みを実施していること。 

１、２を満たしている場合。 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 

介護職員の内、介護福祉士の占める割合が６０％以上であること。 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 

１介護職員の内、介護福祉士の占める割合が５０％以上であること。 

２看護・介護職員の内、常勤職員の占める割合が７５％以上であること。 

３サービスを直接提供する職員の内、勤続年数７年以上の者の占める割合が３０％以上であること。 

１、２、３のいずれかを満たす場合。 

＊各種加算㊵は、（1）介護職員等の賃金改善について、介護職員等処遇改善加算Ⅳ（4.4％）を算定した場合に算定

が見込まれる額の二分の一以上を基本給又は毎月の手当てに充て、介護福祉士であって経験・技能



 

 
 

              

のある介護職員のうち 1人は賃金改善後の見込み額が四百四十万以上（理由によりこのかぎりでは

ない）であること。 

        （2）（1）の賃金改善に関する介護職員等処遇改善計画を作成して全職員に周知し、都道府県知事

に届け出ていること。 

        （3）加算の算定額に相当する賃金改善を理由がない限り（理由は知事に報告）は実施すること。 

        （4）処遇改善に関する実績を知事に報告すること。 

        （5）労働基準法、労働者災害補償法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法等に違反してい

ないこと。 

        （6）労働保険料の納付が適切に行われていること。 

        （7）介護職員任用の際における職責又は職務内容等の要件を定め、要件について書面にて作成し

全ての職員に周知し、介護職員資質向上支援の計画を策定し研修の機会を確保、又、それを全ての

職員に周知し、介護職員の経験や資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づく定期昇給

を判定する仕組みを設け、その仕組みについて書面にて作成し全ての職員に周知していること。 

        （8）（2）の届出に係る期間中に実施する処遇改善の内容と改善に要する費用見込額を全ての職員

に周知していること。 

        （9）（8）の内容等についてインターネットの利用等適切な方法により公表していること。 

        （10）サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを届け出ていること。 

        上記要件の（1）から（9）までの基準に適合すること。 

＊各種減算①は、介護老人保健施設基準第三十六条第一項に規定する基準（事故発生の防止のための指針を整備して

いる。事故が発生した場合又はそれに至る危険性が生じた場合に事実が報告され、その分析を通じ

た改善策を職員に周知徹底している。事故発生の防止のため委員会及び職員に対する研修を定期的

に行っている）に適合していること。 

上記を満たさない場合。 

＊各種減算②は、１介護老人保健施設基準第二条に定める栄養士又は管理栄養士を配置していること及び、入所者の

摂食・嚥下機能及び食形態に配慮した計画を作成・実施し、定期的な計画の見直しを行っているこ

と。 

        １を満たさない場合。 

＊各種減算③は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十号）

第十三条第五項及び第六項に規定する基準（身体的拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その

際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。身体的拘束等の適正化のた

めの対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その

他従業者に周知徹底を図ること。身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。介護職員そ

の他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。）に適合して

いないこと。 

＊各種減算④は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十号） 

第三十六条の二に規定する基準（虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。虐待の防止のための指針を

整備すること。介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。措

置を適切に実施するための担当者を置くこと。）に適合していないこと。 

＊各種減算⑤は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十号） 

第二十六条の二第一項に規定する基準（感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保

健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。）に適合していないこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

◎介護保険負担限度額認定証の自己負担 

サービス 利用料 減額対象者 内容等 

食費 
１，９５０

円／日 

①     300 円／日 

食材料費＋調理代 
②    390 円／日 

③-①  650 円／日 

③-②  1,360 円／日 

居住費 

 ①     0 円／日 光熱水費相当 

５６０ ②     430 円／日 ◆2 人・4 人部屋 

円／日 ③-①②  430 円／日  

 ①     550 円／日 室料＋光熱水費相当 

１，７６０ ②     550 円／日 ◆個室 

円／日 ③-①② 1,370 円／日  

＊食費と居住費欄で減額対象者とは、以下の区分とする。 

①は生活保護受給者又は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税の老齢福祉年金受給者 

②は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税年金収入額及び非課税 

年金収入額の合計が８０万円以下の方で、尚且つ預貯金等の合計が単身で６５０万円（夫婦で１，６５０万円） 

未満の方。 

③-①は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税年金収入額及び非課税 

年金収入額の合計が８０万円超１２０万円以下の方で、尚且つ預貯金等の合計が単身で５５０万円（夫婦で 

１，５５０万円）未満の方。 

③-②は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税年金収入額及び非課税 

年金収入額の合計が１２０万円超の方で、尚且つ預貯金等の合計が単身で５００万円（夫婦で１，５００万円） 

未満の方。 

＊医療については、当施設の医師が対応できる医療に関しては、介護保険給付サービスに含まれるが、当施設の医師

で対応できない処置や手術及び病状の著しい変化に対する医療については、往診や入院・通院の対応となり、医療

保険の自己負担金を別途負担していただく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

介護老人保健施設聖寿園入所利用約款 
第１条（約款の目的） 

介護老人保健施設聖寿園（以下「事業者」という。）は、要介護状態と認定された契約

者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り

自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、契約者の居宅における生活

への復帰を目指した介護老人保健施設サービスを提供し、一方、契約者及び契約者の身

元保証人は、聖寿園に対しそのサービスに対する料金を支払うことについて取り決める

ことを、本約款の目的とします。 

第２条（適用期間） 

契約者が、介護老人保健施設聖寿園入所利用契約書を当施設に提出したときから効力を

有し、退所後再び入所する場合や身元保証人の変更及び介護保険法令の改正に伴い契約

内容に変更が生じた場合は、新たに同意を得るものとします。 

第３条（施設サービス計画の決定及び変更) 

（１）事業者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものと

します。 

（２）施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が契約者及びその家族等に対して説明し、

同意を得た上で決定します。 

（３）事業者は、計画担当介護支援専門員に定期的又は、契約者及びその家族等の要請に応じ

て、施設サービス計画の変更の必要があるかどうか調査させ、その結果変更の必要があ

ると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更

するものとします。 

（４）施設サービス計画書は、書面により契約者又はその家族等に対して交付するものとしま

す。 

第４条（施設サービス内容） 

   事業者は、介護保険給付対象サービスとして、聖寿園において契約者に対し看護・医学

的管理の下、介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上のお世話を行うも

のとします。 

第５条（契約者が負担する利用料金） 

事業者は、契約者及び身元保証人との合意に基づき以下に掲げるものについてサービス

を提供し、その対価として重要事項説明書に定める金額の支払いを受けるものとします。 

（１）契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から、介護保険給付費額を除いた金額 

（２）居住費（従来型個室は室料及び光熱水費相当額、多床室は光熱水費相当額） 

（３）前項については、外泊時費用算定期間中も算定されます 

（４）食費（食材料費及び調理費相当額） 

（５）特別な室料（契約者が選定する特別な療養室の提供に伴う費用） 

（６）洗濯代（契約者又は身元保証人の依頼により、契約者が使用した衣類等を施設洗濯した

場合） 

（７）教養娯楽費（契約者の希望による、レクリエーションやクラブ活動を行った場合の材料

費） 

（８）電気代（契約者が希望し、持ち込む電化製品の電気使用料） 

（９）理美容代（契約者又は身元保証人の依頼により理・美容師が行うサービスの費用） 

（10）他科受診料（契約者又は身元保証人の了解を得て、聖寿園の医師が依頼して他の医療機

関を受診する場合の医療保険一部負担） 



 

 
 

              

（11）健康管理費（インフルエンザ予防接種費用） 

（12）契約者が希望して購読する新聞・書籍代 

（13）診断書料及び健康診断書作成に係る検査代 

（14）日用品費（契約者又は身元保証人の依頼により提供する日用品の費用） 

（15）領収書の再発行手数料（入所者又は家族の依頼による領収書の再発行手数料） 

（16）郵便物配送料（入所者又は家族の依頼により施設から郵送する郵便物等の配送料） 

（17）X 線フィルム等のCD-R コピー代（入所者又は家族の依頼による CD-R コピー代） 

（18）死後処置料（身元保証人の依頼により処置を行った場合） 

第６条（利用料金の変更） 

   介護保険給付費体系の変更や、その他やむを得ない事由により料金の変更があった場合

は、事業者は当該サービス利用料金を変更することができ、契約者及び身元保証人に説

明同意を得るものとします。 

 ２ 契約者及び身元保証人は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約は解

除となります。 

 ３ 契約者世帯の家計状況の急変等により、前項（５）に定める利用料については別途相談

に応じます。 

第７条（利用料金の支払い） 

   契約者及び身元保証人は、連帯して約款に基づき個別に利用したサービス等の提供に伴

う費用を支払う義務があります。 

 ２ 第５条１項から９項は利用月末締めで計算し、翌月の１０日～２０日迄に聖寿園窓口に

おいて直接支払うことを原則とします。 

 ３ 聖寿園は、契約者又は身元保証人から支払いを受けたときは、支払者に対し領収証を発

行します。 

第８条（身体拘束の禁止） 

   聖寿園は、原則として身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむ

を得ない場合は、医師が判断し身体拘束、その他契約者の行動を制限する行為を行うこ

とがあります。この場合には、身元保証人の同意を得て行い、その様態及び時間、その

際の契約者の心身の状況、拘束せざるを得ない理由を診療録に記載します。 

第９条（虐待の防止） 

   聖寿園は、契約者の人権の擁護、虐待の防止等のために、虐待の防止に関する責任者を

選定し、次の各号に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や、知識や技術の向上に努めます。 

（２）従業者又は擁護者等により虐待を受けたと思われる契約者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。 

第 10 条（個人情報の保護及び守秘義務） 

   聖寿園の従業者は、業務上知り得た契約者又は身元保証人若しくはその家族等に関する

個人情報を、正当な理由無く第三者に洩らしません。又聖寿園を退職した後も同様の扱

いとします。但し、次の各号についての情報提供は、契約者及び身元保証人に予め同意

を得た上で行うこととします。 

（１）介護保険サービス及びその他保健医療・福祉サービスを円滑に利用するに当たり、市町

村、居宅介護支援事業者、サービス事業者等への情報の提供を行います。但し情報提供

について同意されない場合は、サービスが円滑に利用できないことがあります。 

（２）職員のサービスの質の向上のための研究会での事例研究発表。尚、この場合個人が特定



 

 
 

              

されないように仮名等を使用することを厳守します。 

 ２ 前項は、契約終了後も同様の扱いとします。 

第 11 条（緊急時の対応） 

   聖寿園の医師は、契約者に対し医学的判断により、併設医療機関又は協力歯科医療機関

等の診療を依頼又は紹介することがあります。 

 ２ 前項の他、入所中に契約者の心身の状態が急変した場合、身元保証人若しくはその家族

に対し、緊急に連絡します。 

第 12 条（要望又は苦情の対応） 

   契約者及び身元保証人等は、聖寿園が提供する介護保険サービスに対して、要望及び苦

情がある場合、苦情受付担当者に申し出るか、事務所カウンターに設置のご意見箱に管

理者宛の文書を投函することができます。 

第 13 条（事業者の損害賠償責任） 

   聖寿園は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、事務所の責に帰すべき事由により、

契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 10 条に定める守秘義務に違

反した場合も同様とします。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約

者の置かれた心身の状況を斟酌して、相当と認められる時に限り損害賠償責任を減じる

ことができるものとします。 

第 14 条（事故発生の防止及び発生時の対応） 

聖寿園の管理者は、施設サービスの提供により事故発生の防止に努め、万が一事故が発

生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じるものとします。 

２ 事故発生又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合は、状況及び事故に際してとっ

た処置について記録し、改善策を検討します。 

 ３ 聖寿園管理者は、事故発生防止の為の委員会を設置し研修を行うものとします。 

４ 聖寿園管理者は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合は、

速やかに損害賠償を行うものとします。但し、事業所の責めに帰すべからざる事由によ

る場合は、この限りではありません。 

第 15 条（損害賠償がなされない場合） 

   事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ、

以下の各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。 

（１）契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを

告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

（２）契約者が、サービスの実施に当たって、必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に

これを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

（３）契約者の急激な体調変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら

起因して損害が発生した場合 

（４）契約者が事業者若しくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起

因して損害が発生した場合 

第 16 条（契約の終了及び解除） 

   事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる

事由により、サービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施した

サービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求しないものとします。 

 ２ 事業者は、契約者が次の各号に該当する場合は契約を終了又は解除するものとします。 



 

 
 

              

（１）契約者が、居宅に退所又は保健医療・福祉サービス機関に入院・入所した場合 

（２）契約者が、死亡した場合 

（３）要介護認定の更新により要支援又は自立と認定された場合 

（４）契約者又は身元保証人が利用料を請求月末までに支払わなかった場合 

（５）事業の目的や運営方針に著しく反した場合 

（６）契約者が、聖寿園従業者若しくは他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけ、又は

著しい背信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい事情が生じた場合 

第 17 条（協議事項） 

   本契約に定められていない事項について、事業者は介護保険法その他諸法令の定めると

ころに従い、契約者と誠意を持って協議するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

介護老人保健施設聖寿園重要事項説明書 

 

 当施設への入所は、要介護認定の結果要介護１～５の認定を受けた方が対象となりますが、

長期にわたり入所できる施設ではありません。 

 

１．施設の概要 

（１）法人名   医療法人社団松嶺会 

（２）事業所名  介護老人保健施設 聖寿園 

（３）所在地   群馬県太田市熊野町３８－８１ 

（４）電話番号  ０２７６－２２－１１７０ 

（５）ＦＡＸ   ０２７６－２５－４５６２ 

（６）代表者   理事長   

（７）管理者         

（８）開設年月日    昭和６３年８月１日 

（９）介護保険事業指定番号   １０５０５８００１６ 

 

２．事業の目的 

  要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護・医学的管理のもと、介護及び機能

訓練その他の必要な医療並びに日常生活上のお世話を行います。 

 

３．運営方針 

  ①聖寿園は、ご利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよ

うにすると共に、居宅における生活への復帰を目指し、看護・医学的管理下における介

護及び機能訓練その他必要なリハビリテーションを行うことにより、機能の回復・維持

を図ります。 

  ②聖寿園は、ご利用者の意思及び人格を尊重し、ご利用者の立場に立ってサービスの提供

に努めます。 

  ③聖寿園は、明るく家庭的な雰囲気を心がけ、地域や家庭との結びつきを重視した運営を

行い、保険者、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、その他の保健・医療・福祉

サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。 

 

４．療養室定員 

  一 般 棟 （５０床）    個室…２室、２人室…４室、４人室…１０室 

  認知症対応棟（５０床）    個室…６室、４人室…１１室 

 

 



 

 
 

              

５．職員配置基準 

 入所定員１００名 業務内容 

医師 １以上 医学的管理及び指導業務 

看護職員 ９以上 夜勤     

５ 

医学的管理のもと行われる看護及び介護業務 

介護職員 ２５以上 施設内での日常生活の介護 

理学・作業療法士等 １以上 心身のリハビリテーション 

支援相談員 １以上 利用者の生活相談 

管理栄養士 １以上 栄養指導、栄養マネジメント 

薬剤師 ０．３３以上 薬の処方に関する指導等 

介護支援専門員 １以上 施設サービス計画作成 

事務職員 必要数 請求事務及び設備管理等 

調理員 必要数 調理業務 

その他 必要数 衛生業務、介護補助等 

※上記表のうち,認知症対応棟については夜勤３名配置・日勤１０：１以上 

 

６．サービス内容 

① 健康管理 

  医師や看護職員が、健康管理を行います。 

② リハビリテーション 

  理学療法士、作業療法士等により、集団及び個別にリハビリを行います。 

③ 食事 

  自立支援のため、離床して食堂でのお食事を原則と致します。 

朝食  ８：００～ ８：３０ 

昼食 １２：００～１２：３０  ※病状等により医師の指示による 

夕食 １８：００～１８：３０   療養食を提供します。 

④ 入浴 

  一般浴槽及び寝たきりの方も利用できる特別浴槽を使用し最低週２回入浴できます。 

  ※身体の状態により入浴できないときは、清拭を行います。 

⑤ 排泄 

  排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

⑥ 口腔衛生 

  口腔内の清潔を保つため、ご契約者様に合った口腔ケア用品を使用しての口腔ケアを毎日

行い、計画的な口腔衛生の管理を行います。 

⑦ その他自立支援 

 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

 ・生活リズムを大切にし、普段着への更衣を促していきます。 

 ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるように援助します。 

⑧ 要介護認定更新申請及び認定変更申請の代行 

⑨ ご契約者様又はご家族様の希望により理美容師による出張理美容サービスの取次ぎ 

⑩ ご契約者様又はご家族様の希望により施設で行う衣類の洗濯 



 

 
 

              

⑪ 教養・娯楽 

 

７．利用料金（別紙一覧表） 

① 介護保険 １割負担から３割負担（各利用者の自己負担割合によります。） 

② 介護保険給付以外の利用料……食費、居住費、特別な室料、特別な食事、教養娯楽費、理

美容代、持込み電気器具の電気代、洗濯代、日用品費等 

    ＊食費・居住費の負担は、負担限度額認定証の対象となる方は記載された金額となる

ため、認定証のある方は必ず聖寿園事務所窓口へ提示してください。 

 

８．利用料金の支払い 

請求書締め日･･･利用月末締め 

支払い日･･･利用月翌月の１０日～２０日迄 

       日曜日、祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆は除く 

支払い受付時間･･･午前９：００～午後１：００ 

又は午後２：００～午後５：００ 

支払い方法･･･聖寿園受付窓口まで 

現金にてお支払い下さい。 

＊理美容代、教養娯楽費実費、インフルエンザ予防接種代は別途請求と致します。 

 

９．併設医療機関 

冨士ヶ丘病院  内科・リハビリテーション科・麻酔科 

      太田市熊野町３８－８１ 

協力介護老人保健施設 

医療法人社団 松嶺会 介護老人保健施設 金山 

      太田市東金井町１８５６－１８ 

協力特定施設 

      医療法人社団松嶺会 介護付高齢者住宅 松寿園 

      太田市熊野町３８－８１ 

協力特定施設 

      医療法人社団松嶺会 介護付有料老人ホーム 桜の里 

      太田市熊野町３８－７５ 

協力歯科医療機関  （要介護３以上の寝たきりの方） 

      あおい歯科医院 

太田市浜町４２－１５ 

ローゼンハイツ 1E 

 



 

 
 

              

１０．ご利用にあたっての留意事項 

【ご面会】 

    午前９：００～午後７：００ 

      ＊ご面会の方は、各階のセンター備え付けの面会簿にご記入下さい。 

      ＊泥酔状態でのご面会や、他の利用者様に迷惑となる行為はご遠慮下さい。 

      ＊食事制限や、嚥下状態により食べ物の差し入れを制限させていただくことがあ

りますので、各階の職員にご確認ください。 

      ＊インフルエンザ、コロナ、感染性胃腸炎等の流行が懸念される場合には、利用

者の健康維持を考慮して面会制限を実施することがあります。面会制限を実施

する場合には掲示等によりお知らせいたします。 

【外出・外泊】 

      必ず医師の許可を得てください。尚、外出・外泊中に他の医療機関を受診したり

入院することはできません。 緊急やむを得ない場合も、必ず聖寿園に連絡をし

てください。 

【火気等の持ち込み】 

      入所される方は、ライター・発火物及び刃物類の持ち込みを禁止します。 

【設備・備品】 

      施設内の設備、備品等は独占しないよう皆さんで大切にご利用ください。 

【所持品等】 

      施設への持ち込みは、必要最低限の生活用品とし、必ず記名してください。 

      ご利用者様が管理する金銭及び貴重品の紛失・破損は施設として一切の責任を負

いかねます。 

【宗教・政治活動】 

      施設内での一切の宗教・政治活動を禁止します。 

【ペットの持ち込み】 

      施設内へのペットの持ち込みを禁止します。 

【その他】 

      職員へのお心付けは遠慮させていただいております。 

【非常災害対策】 

      ◎防災設備…スプリンクラー、消火器、消火栓、非常用滑り台 

      ◎防災訓練…年２回 

      ご利用者様にも、避難訓練にご協力をお願いしております。 

【ご契約解除】 

      請求月の月末（日曜日及び聖寿園が指定する休みにあたった場合はその前日）迄

にお支払いがない場合は、支払期限の翌月１５日を限りに契約を解除させて頂き

ますが、契約解除後も支払い義務は発生します。尚、未払い金がある方の他施設

への入所のご紹介はできかねます。 

 

 

 



 

 
 

              

１１．苦情の受付   月～金９：００～１７：００ 

◎聖寿園苦情解決責任者      管理者            

苦情解決委員      看護主任         

                 介護主任         

                 リハビリ担当職員     

                 支援相談員        

介護支援専門員      

 

※電話での受付は、０２７６－２２－１１７０へ 

 ※事務所カウンター横の苦情受付箱への投函も受け付けます。 

 

公共機関の苦情受付窓口 

  ◎太田市役所介護サービス課   電話０２７６－４７－１９３８ 

    月～金 ８：３０～１７：１５ 

  ◎国民健康保険団体連合会 介護保険推進課  電話０２７－２９０－１３７６ 

    月～金 ８：３０～１７：００ 

  ※群馬県内、太田市内以外の方に関しましては別紙参照 

 

１２．個人情報の保護  

◎個人情報保護法に基づき、聖寿園では次のとおり情報の利用目的を特定します。 

【介護の提供に必要な利用目的】 

（介護関係事業者内部での利用に係る事例） 

◆聖寿園が提供する介護サービス 

◆介護保険事務 

◆利用者に係る聖寿園の管理運営業務のうち、入退所等の管理、会計・経理、事故等の報告、

当該利用者のサービスの向上 

（他の事業者等への情報提供を伴う事例） 

◆当該利用者の退所により、居宅介護支援事業者及び保健・医療・福祉サービス事業所との連

携 

◆その他の業務委託 

◆家族等への心身の状況説明 

◆審査支払機関へのレセプト提出 

◆審査支払機関、保険者、居宅介護支援事業所からの照会への回答 

◆損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

（聖寿園の管理運営業務） 

◆介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

◆聖寿園で行われる看護・介護・リハビリ等の実習への協力 

◆法人内部での症例研究（個人が特定されないように配慮します） 

 

１３．介護老人保健施設聖寿園の利用料金表（運営規定参照） 



 

 
 

              

苦情申立窓口別紙 

都道府県名 市区町村 担当窓口 電話 

群馬県 桐生市 桐生市役所健康長寿課 0277-46-1111 

伊勢崎市 伊勢崎市役所介護保険課 0270-27-2743 

前橋市 前橋市役所介護保険課 027-898-6132 

高崎市 高崎市役所介護保険課 027-321-1250 

館林市 館林市役所介護保険課 0276-47-5133 

大泉町 大泉町役場高齢介護課 0276-62-2121 

邑楽町 邑楽町役場福祉介護課 0276-47-5021 

千代田町 千代田町役場住民福祉課 0276-86-7000 

板倉町 板倉町役場健康介護課 0276-82-1111 

栃木県  栃木県国民健康保険団体連合会 028-643-2220 

足利市 足利市役所元気高齢課 0284-20-2136 

佐野市 佐野市役所介護保険課 0283-20-3022 

栃木市 栃木市役所高齢介護課 0282-21-2251 

小山市 小山市役所高齢生きがい課 0285-22-9541 

埼玉県  埼玉県国民健康保険団体連合会 048-824-2568 

熊谷市 大里広域市町村圏組合介護保険課 048-501-1330 

熊谷市 熊谷市役所長寿いきがい課 048-524-1398 

行田市 行田市役所高齢者福祉課 048-556-1111 

羽生市 羽生市役所高齢介護課 048-561-1121 

深谷市 深谷市役所長寿福祉課 048-574-8544 

入間市 入間市役所介護保険課 04-2964-1111 

狭山市 狭山市役所介護保険課 04-2953-1111 

さいたま市 さいたま市役所介護保険課 048-829-1264 

越谷市 越谷市役所介護保険課 048-963-9169 

東京都  東京都国民健康保険団体連合会 03-6238-0177 

品川区 品川区役所高齢者福祉課 03-5742-6737 

江戸川区 江戸川区役所介護保険課 03-5662-0061 

新宿区 新宿区役所介護保険課 03-5273-4176 

足立区 足立区役所介護保険課 03-3880-5746 

練馬区 練馬区保健福祉サービス苦情調整委員 03-3993-1344 

杉並区 杉並区役所介護保険課 03-5307-0655 

葛飾区 葛飾区介護保険課 03-5654-8246 

上記以外にお住まいの方は、匿名で構いませんので、事務室職員までご連絡いただきご確認下

さい。 

 

介護老人保健施設聖寿園 

TEL：0276-22-1170 
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医療法人社団 松嶺会 

指定短期入所療養介護 聖寿園 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

聖寿園指定短期入所療養介護 運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条  医療法人社団松嶺会が開設する介護老人保健施設聖寿園において行う聖寿園指定短

期入所療養介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項

を定め、聖寿園の従業者が要介護者に対し、適正な指定短期入所療養介護サービスを

提供する事を目的とする。 

 

（運営方針） 

第２条  聖寿園は、利用者の心身の状況や病状、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張

等の理由により、利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るために、一時

的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並び

に日常生活上の世話を受ける必要がある者に、介護老人保健施設の療養室において、

指定短期入所療養介護を提供するものとする。 

   ２ 聖寿園は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って指定短期入

所療養介護サービスの提供に努めるものとする。 

   ３ 聖寿園は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営

を行い、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅介護サービス事

業者、他の介護保険施設、その他保健医療機関又は福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条  事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。 

 （１） 名 称 聖寿園指定短期入所療養介護 

 （２） 所在地 群馬県太田市熊野町３８－８１ 

 

（利用定員） 

第４条  指定短期入所療養介護の定員は、介護老人保健施設の入所定員に空床があった場合

に利用可能とする。 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第５条  聖寿園に勤務する職種、員数及び職務の内容は次の通りとし、介護老人保健施設と

の兼務とする。 

 （１）管理者     １名 

    管理者は、聖寿園の従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に

行うものとする。 

 （２）医師     １名以上 

    医師は、常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に

努めるとともに、その病状に照らして、妥当適切な検査、投薬、注射、処置、指導等

を行うものとする。 

 （３）薬剤師    ０．３３人以上 

    薬剤師は、医師の処方に基づき妥当適切な薬剤の調剤等を行うものとする。 



 

 
 

              

 （４）看護・介護職員 ３４人以上 

    看護・介護職員は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもってその自

立の支援と日常生活の充実に資するよう、看護及び医学的な管理の下における介護を

行うものとする。 

 （５）支援相談員  １人以上 

    支援相談員は、常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な

把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な

助言その他の援助を行うものとする。 

 （６）理学療法士又は作業療法士等 １人以上 

    理学療法士・作業療法士等は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、その心身の諸機

能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学・作業療法等その他必要な

リハビリテーションを計画的に行うものとする。 

 （７）管理栄養士又は栄養士 １人以上 

    管理栄養士は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮し、栄養ケア計

画を作成し、適切な栄養状態の管理、食事相談、食事の提供を行うものとする。 

栄養士は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮し、適切な栄養状態

の管理、食事相談、食事の提供を行うものとする。 

 （８）介護支援専門員 １人以上 

    介護支援専門員は、常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的

確な把握に努め、施設サービス計画を作成するとともに、計画の実施状況の把握を行

い、必要に応じその変更を行うものとする。 

 （９）調理員、事務員、その他の従業者 

    管理者が必要と認めた員数を配置する。 

 

（利用開始及び終了） 

第６条  聖寿園は、指定短期入所療養介護約款及び重要事項説明書により、利用者又は家族

等に対し内容の説明を行い、施設との契約に同意を得るものとする。 

   ２ 聖寿園は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携により、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至る

まで、利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な

援助を行うものとする。 

 

（契約の解除） 

第７条  管理者は、利用者に次の事由が生じた場合は、利用者又は家族等に対しその事由を

付して、契約の解除を通告するものとする。 

 （１） 利用者が事業の目的及び運営方針に著しく反する場合。 

 （２） 利用者が負担すべき費用を利用月の翌月末日（日曜日及び予め聖寿園が指定する休

みに当たった場合は、その前日）迄に支払いが無かった場合は、支払期日以降の指定

短期入所療養介護の利用契約を解除する。 

 （３） 更新・変更申請において要支援又は自立と認定された場合は、要介護認定期間の満

了をもって契約を解除する。 

 

 



 

 
 

              

（短期入所療養介護サービスの内容） 

第８条  聖寿園指定短期入所療養介護に対するサービスの内容は次のとおりとする。 

 （１） 健康管理 

 （２） 指定短期入所療養介護計画の作成（概ね４日以上継続して利用する場合） 

 （３） 機能訓練 

 （４） 看護及び医学的な管理の下における介護 

 （５） 食事の提供 

 （６） 相談及び援助 

 （７） レクリエーション 

 （８） 送迎 

 （９） 入浴 

 （10） その他利用者に対する便宜の提供 

 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第９条  看護及び医学的管理の下における介護について次のとおり行うものとする。 

 （１） 週２回以上の入浴又は清拭（１週間以内の利用は別途相談による） 

 （２） 排泄の自立についての必要な援助 

 （３） オムツ使用者に対する適切な援助 

 （４） 離床、着替え、整容その他日常生活上の適切な介護 

 

（褥瘡の発生防止） 

第 10 条  聖寿園は、指定短期入所療養介護サービスの提供にあたり、褥瘡が発生しないよ

うに次の各号に定める措置を講じなければならない。 

    １ 褥瘡の発生のリスクが高い利用者に対し、褥瘡予防の為の計画を作成する 

    ２ 看護師等を褥瘡予防担当者とする。 

    ３ 委員会を設置し、褥瘡対策のための指針を整備する。 

    ４ 従業者に対し褥瘡対策に関する教育を行うものとする。 

 

（食事の提供） 

第 11 条  利用者の食事は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間

に提供するものとする。 

    ２ 利用者の食事は、その者の自立の支援に考慮し、できるだけ離床して食堂で行う

よう努めるものとする。 

    ３ 疾病等を有する者には、医師の指示によりその症状に適した献立及び調理により

提供するものとする。 

 

（記録の整備） 

第 12 条  指定短期入所療養介護の提供にあたっては、次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年経過後の年度末をもって、焼却処分するものとする。 

 （１） 短期入所療養介護計画 

 （２） 具体的なサービス内容の記録 

  （３） 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の理由及び拘束時間、並びに心身の状況の記録、

拘束を解除する予定日  



 

 
 

              

 （４） 苦情受付に関する記録 

 （５） 事故に関する記録 

 

（利用料及びその他の費用の額） 

第 13 条   施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、その

サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合

に応じた額の支払いを受けるものとする。 

   ２  前項に定めるものの他、次に掲げるサービスの費用は、利用者から費用の支払い

を受け実施する。 

 （１） 食費（食材料費と調理費相当額）朝食６５０円 昼食６５０円 夕食６５０円 

     ＊介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は認定証に記載された額と実

際に食した額の低いほうが自己負担となる。 

 （２） 滞在費 多床室（光熱水費相当額）         日額   ５６０円 

         従来型個室（室料と光熱水費相当額）    日額 １，７６０円 

     ＊介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は認定証に記載された額 

     ＊感染症や治療上の必要など、施設側の事情により３０日以内の期間で個室への短

期入所が必要であったり、著しい精神症状等により多床室では同室者の心身の状況

に重大な影響を及ぼす恐れが高く、個室以外の対応が不可能な者が従来型個室を利

用する場合は、多床室での介護報酬を適用する。 

 （３） 利用者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴う費用 

     一般棟における個室               日額 １，０００円（税別） 

            ２人室              日額   ６００円（税別） 

 （４） 利用者又は家族等の依頼により、利用者が使用した衣類等を施設で洗濯した場合の

洗濯代                     １回   ７５０円（非課税） 

 （５） 出張理美容サービス（業者により異なる） 実費 

 （６） 教養娯楽費  利用者の希望によるレクリエーションやクラブ活動の材料費は実費

徴収とする。 

 （７） 利用者が希望し、持ち込む電化製品の電気代    日額  ５０円（税別） 

 （８） 利用者が選定する特別な食事の提供を行った場合は実費徴収とする。 

（９） 死亡診断書料                           ６，０００円（税別） 

 （10） 入所者又は家族の依頼により提供する日用品費   日額 ３００円（非課税） 

 （11） 入所者又は家族の依頼による領収書の再発行手数料  １枚 ５００円（税別） 

（12）  入所者又は家族の依頼により、施設から郵送する郵便物等の配送料 実費 

（13)  入所者又は家族の依頼により提供する X 線フィルム等の CD-R コピー代 

１枚 １，０００円（税別） 

（14） 家族等の依頼により行う死後処置料       ３０，０００円（税別） 

   ３  第１項並びに第２項の各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供については予

め利用者又は家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し同意を

得るものとする。 

 

（利用料金の変更） 

第 14 条  介護保険給付費体系の変更や、その他やむを得ない事由により料金の変更があ     

った場合は、事業者は当該サービス利用料金を変更する事ができ、予め契約者 



 

 
 

              

     及び身元保証人に同意を得るものとする 

    ２ 契約者及び身元保証人は、前項の変更に同意する事が出来ない場合には、本     

契約は解除するものとする。 

    ３ 契約者世帯の家計状況の急変等により、第１３条第２項（３）に定める利用     

料については別途相談に応じるものとする。 

 

（通常の送迎の実施区域） 

第 15 条  指定短期入所療養介護の入所及び退所にあたり、聖寿園が行う送迎の実施区域     

は、太田市・千代田町・邑楽町・大泉町・桐生市・伊勢崎市・栃木県足利市と     

する。 

 

（利用中の他医療機関の受診） 

第 16 条  聖寿園の医師は、利用者の病状から見て、聖寿園において自ら必要な医療を提     

供することが困難であると認めた時は、併設病院（冨士ヶ丘病院）その他適当な

病院若しくは診療所への対診を求める等診療について適切な措置を講じるも     

のとする。 

    ２ 聖寿園の医師は、往診や通院に対して、当該医療機関の医師又は歯科医師と     

の間で診療情報を相互に提供し、適切な診療を行うものとする。 

 

（非常災害対策） 

第 17 条  聖寿園は、非常災害に関する具体的計画をたてるものとし、非常災害に備え毎     

年２回の避難及び救出その他必要な訓練を行うものとする。 

    ２ 従業者は、常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。 

    ３ 管理者は防火管理者を選任し、防火管理者は定期的に消防用設備、救出用設備を

点検するものとする。 

４ 災害が発生した場合であっても、サービスを継続的に提供できる体制を構築する観

点から、業務継続に向けた計画の策定、研修及び訓練を実施し、必要に応じて計画の

変更を行うものとする。 

５ 訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。 

 

（指定短期入所療養介護サービスの質の評価） 

第 18 条  管理者は、自らの施設が提供するサービスの質について評価を行い、常にその改

善を図るものとする。 

 

（苦情等への対応） 

第 19 条  管理者は、指定短期入所療養介護に関する利用者及び家族等からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために苦情受付担当者を置き、苦情を受け付けた時には速やかに

事実関係を調査するとともに、対応の結果について苦情の申し出者に報告するもの

とする。 

 

（個人情報の保護及び守秘義務） 

第 20 条   聖寿園は、利用者及びその家族又支援者の個人情報について「個人情報の保護に

関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情



 

 
 

              

報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努める。 

    ２ 聖寿園の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族及び他の従業者の個人情

報を第三者に漏らしてはならない。このことについては、聖寿園を退職した後も

同様とする。 

    ３ 利用者が、保健・医療・福祉サービスを円滑に受けられるよう、医療機関との情

報提供を行う場合は予め同意を得るものとする。 

 

（衛生管理） 

第 21 条  管理者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医

療用具の管理を適正に行うものとする。 

    ２ 管理者は、感染症又は食中毒の発生及び蔓延の防止に努めるために看護師等によ

る委員会を設置し、おおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図るものとする。 

    ３ 感染症又は食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針を整備する。 

    ４ マニュアルに基づき、従業者に対する研修を定期的に行う。 

５ 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する

手順」に沿った対応を行う。 

６ 感染症が発生した場合であっても、サービスを継続的に提供できる体制を構築す

る観点から、業務継続に向けた計画の策定、研修及び訓練を実施し、必要に応じて

計画の変更を行うものとする。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第 22 条  管理者は、施設サービスの提供により事故発生の防止に努め、万が一事故が発生

した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じるものとする。 

    ２ 事故発生又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合は、状況及び事故に際し

てとった処置について記録し、改善策を検討する。 

    ３ 管理者は、担当者を設置し事故発生防止の為の委員会及び研修を行うものとする。 

    ４ 管理者は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合は、

速やかに損害賠償を行うものとする。但し、事業所の責めに帰すべからざる事由に

よる場合は、この限りではない。 

 

（身体拘束の禁止） 

第 23 条  聖寿園においては、指定短期入所療養介護の提供にあたって、利用者の生命又は

身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動

を制限する行為を行ってはならない。 

    ２ 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、利用者又は家族等の同意を得た上で、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由、身

体拘束解除予定日を記録しなければならない。 

３ 身体拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。 

（４） 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 



 

 
 

              

（５） 身体拘束等適正化のための指針を整備する。 

（６） 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

する。 

 

（虐待の防止） 

第 24 条  管理者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、必要な措置を講じるも

のとする。 

    ２ 管理者は、従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修を行うものと

する。 

    ３ 管理者は、従業者又は擁護者により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場

合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

    ４ 管理者は、虐待の防止等のために、以下に掲げる事項を実施する。 

（５） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて従業者に周知徹底を図る。 

（６） 虐待防止のための指針を整備する。 

（７） 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 

（８） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

（介護保険等関連情報の活用） 

第 25 条  聖寿園は、介護保険施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第１１８

条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ

有効に行うよう努めるものとする。 

 

（地域との連携） 

第 26 条  管理者は、その運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び

協力を行い、地域との交流に努めるものとする。 

 

（施設利用にあたり利用者等が留意すべき事項） 

第 27 条  利用者が、指定短期入所療養介護の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意

しなければならない。 

 （１） 短期入所療養介護計画に基づいてサービス利用すること。 

 （２） 健康状態に異常がある場合は、その旨申し出ること。 

 （３） 利用者への面会に際しては、面会簿に所定の事項を記載すること。 

 （４） 利用中の喫煙及び飲酒は禁止するものとする。 

 （５） ライター、刃物類、はさみ等の持ち込みは禁止するものとする。 

 （６） 聖寿園で行う非常災害対策において、可能な限り協力するものとする。 

 

（職員の質の確保） 

第 28 条  聖寿園は、職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。 

    ２ 聖寿園は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介

護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに

類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じるものとする。 



 

 
 

              

（職員の服務規律） 

第 29 条  職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示

命令に従い、自己の業務に専念する。服務にあたっては、協力して施設の秩序を維

持し常に次の事項に留意すること。 

 （１） 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし責任を持って接遇すること。 

 （２） 管理者が不在時で、急を要する事態が発生した場合は、事務長又は看護師長が管理

業務を臨時的に代行する。 

 （３） 各部署は別添の組織図により構成される。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第 30 条  聖寿園は、従業者の資質の向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備

するものとする。 

２ 聖寿園は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

    ３ この規程に定める事項の他、運営に関する重要な事項は医療法人社団松嶺会と聖

寿園の管理者の協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

附 則 

１ この規程は平成１２年４月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１６年９月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１６年１２月６日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１７年４月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１７年１０月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１８年４月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１８年１０月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１９年７月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１９年１０月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成２１年４月１日より施行する。 

附 則 

１この改正規程は平成２４年４月１日より施行する。 

附 則 



 

 
 

              

１ この改正規程は平成２４年１１月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成２５年４月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成２５年９月１日より施行する。  

附  則 

１ この改正規程は平成２６年４月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は平成２７年４月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は平成２８年４月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は平成２９年２月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は平成２９年４月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は平成３０年４月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は平成３０年８月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は２０１９年４月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は２０１９年１０月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は２０２１年４月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は２０２２年１０月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は２０２４年４月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は２０２４年８月１日より施行する。 

附       則 

１ この改正規程は２０２５年８月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

第１３条 別紙 

聖寿園短期入所療養介護の利用料金表 

◎介護保険給付サービス利用料金（１日あたり） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額

を除いた金額（自己負担割合に応じた額）をお支払いいただく。 

※下記基本料金は、別に厚生労働大臣が定める施設基準（「在宅復帰・在宅療養支援等指標」、

「退所時指導等」「リハビリテーションマネジメント」「地域貢献活動」「充実したリハビリテ

ーション」の５項目）を原則とし、算定要件を満たした場合は１「基本型」、要件を満たさな

い場合は２「その他型」とする。また月ごとに変更となる場合がある。 

１． 基 本 料 金 （ 基 本 型 ） 

１－１ 自己負担額１割 

〔個  室〕（介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）-（ⅰ）） 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，５３０円 ８，０１０円 ８，６４０円 ９，１８０円 ９，７１０円 

2.うち、介護保険から給付され

る金額９割 
６，７７７円 ７，２０９円 ７，７７６円 ８，２６２円 ８，７３９円 

3.サービス利用に係る自己負担

額（１－２）１割 
７５３円 ８０１円 ８６４円 ９１８円 ９７１円 

〔４人室・２人室〕（介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）-（ⅲ）） 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ８，３００円 ８，８００円 ９，４４０円 ９，９７０円 １０，５２０円 

2.うち、介護保険から給付され

る金額９割 
７，４７０円 ７，９２０円 ８，４９６円 ８，９７３円 ９，４６８円 

3.サービス利用に係る自己負担

額（１－２）１割 
８３０円 ８８０円 ９４４円 ９９７円 １，０５２円 

 

１－２ 自己負担額２割 

〔個  室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，５３０円 ８，０１０円 ８，６４０円 ９，１８０円 ９，７１０円 

2.うち、介護保険から給付され

る金額８割 
６，０２４円 ６，４０８円 ６，９１２円 ７，３４４円 ７，７６８円 

3.サービス利用に係る自己負担

額（１－２）２割 
１，５０６円 １，６０２円 １，７２８円 １，８３６円 １，９４２円 

〔４人室・２人室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ８，３００円 ８，８００円 ９，４４０円 ９，９７０円 １０，５２０円 

2.うち、介護保険から給付され

る金額８割 
６，６４０円 ７，０４０円 ７，５５２円 ７，９７６円 ８，４１６円 

3.サービス利用に係る自己負担

額（１－２）２割 
１，６６０円 １，７６０円 １，８８８円 １，９９４円 ２，１０４円 

 



 

 
 

              

１－３ 自己負担額３割 

〔個  室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，５３０円 ８，０１０円 ８，６４０円 ９，１８０円 ９，７１０円 

2.うち、介護保険から給付され

る金額７割 
５，２７１円 ５，６０７円 ６，０４８円 ６，４２６円 ６，７９７円 

3.サービス利用に係る自己負担

額（１－２）３割 
２，２５９円 ２，４０３円 ２，５９２円 ２，７５４円 ２，９１３円 

 

〔４人室・２人室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ８，３００円 ８，８００円 ９，４４０円 ９，９７０円 １０，５２０円 

2.うち、介護保険から給付され

る金額７割 
５，８１０円 ６，１６０円 ６，６０８円 ６，９７９円 ７，３６４円 

3.サービス利用に係る自己負担

額（１－２）３割 
２，４９０円 ２，６４０円 ２，８３２円 ２，９９１円 ３，１５６円 

 

 

 

２． 基 本 料 金 （ そ の 他 型 ） 

２－１ 自己負担額１割 

〔個  室〕（介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅳ）-（ⅰ）） 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，３８０円 ７，８４０円 ８，４８０円 ９，０１０円 ９，５３０円 

2.うち、介護保険から給付され

る金額９割 
６，６４２円 ７，０５６円 ７，６３２円 ８，１０９円 ８，５７７円 

3.サービス利用に係る自己負担

額（１－２）１割 
７３８円 ７８４円 ８４８円 ９０１円 ９５３円 

 

〔４人室・２人室〕（介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅳ）-（ⅱ）） 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ８，１３０円 ８，６３０円 ９，２５０円 ９，７７０円 １０，３１０円 

2.うち、介護保険から給付され

る金額９割 
７，３１７円 ７，７６７円 ８，３２５円 ８，７９３円 ９，２７９円 

3.サービス利用に係る自己負担

額（１－２）１割 
８１３円 ８６３円 ９２５円 ９７７円 １，０３１円 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

２－２ 自己負担額２割 

〔個  室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，３８０円 ７，８４０円 ８，４８０円 ９，０１０円 ９，５３０円 

2.うち、介護保険から給付され

る金額８割 
５，９０４円 ６，２７２円 ６，７８４円 ７，２０８円 ７，６２４円 

3.サービス利用に係る自己負担

額（１－２）２割 
１，４７６円 １，５６８円 １，６９６円 １，８０２円 １，９０６円 

 

〔４人室・２人室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ８，１３０円 ８，６３０円 ９，２５０円 ９，７７０円 １０，３１０円 

2.うち、介護保険から給付され

る金額８割 
６，５０４円 ６，９０４円 ７，４００円 ７，８１６円 ８，２４８円 

3.サービス利用に係る自己負担

額（１－２）２割 
１，６２６円 １，７２６円 １，８５０円 １，９５４円 ２，０６２円 

 

 

２－３ 自己負担額３割 

〔個  室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，３８０円 ７，８４０円 ８，４８０円 ９，０１０円 ９，５３０円 

2.うち、介護保険から給付され

る金額７割 
５，１６６円 ５，４８８円 ５，９３６円 ６，３０７円 ６，６７１円 

3.サービス利用に係る自己負担

額（１－２）３割 
２，２１４円 ２，３５２円 ２，５４４円 ２，７０３円 ２，８５９円 

 

〔４人室・２人室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ８，１３０円 ８，６３０円 ９，２５０円 ９，７７０円 １０，３１０円 

2.うち、介護保険から給付され

る金額７割 
５，６９１円 ６，０４１円 ６，４７５円 ６，８３９円 ７，２１７円 

3.サービス利用に係る自己負担

額（１－２）３割 
２，４３９円 ２，５８９円 ２，７７５円 ２，９３１円 ３，０９３円 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

３． 加 算 ・ 減 算 

 ※ 以下の加算項目に該当した場合は、上記１．基本料金に加算することとする。 

〔加算〕 

＊１割負担の場合 

加算名称 単位 利用料金 自己負担額１割 

①夜勤職員配置加算 円／日 ２４０円 ２４円 

②個別リハビリ加算 円／日 ２，４００円 ２４０円 

③認知症ケア加算 円／日 ７６０円 ７６円 

④認知症緊急短期入所受入加算（７日） 円／日 ２，０００円 ２００円 

⑤緊急短期入所受入加算（７日～１４日） 円／日 ９００円 ９０円 

⑥若年性認知症利用者受入加算 円／日 １，２００円 １２０円 

  （日帰りショートの場合） 円／日 ６００円 ６０円 

⑦送迎加算（片道） 円／回 １，８４０円 １８４円 

⑧療養食加算 円／回 ８０円 ８円 

⑨認知症専門ケア加算Ⅰ 円／日 ３０円 ３円 

 認知症専門ケア加算Ⅱ 円／日 ４０円 ４円 

⑩総合医学管理加算（１０日） 円／日 ２，７５０円 ２７５円 

⑪口腔連携強化加算 円／月 ５００円 ５０円 

⑫緊急時治療管理（月３日限度） 円／日 ５，１８０円 ５１８円 

⑬重度療養管理加算 円／日 １，２００円 １２０円 

  （日帰りショートの場合） 円／日 ６００円 ６０円 

⑭在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 円／日 ５１０円 ５１円 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 円／日 ５１０円 ５１円 

⑮生産性向上推進体制加算Ⅰ 円／月 １０００円 １００円 

 生産性向上推進体制加算Ⅱ 円／月 １００円 １０円 

⑯サービス提供体制強化加算Ⅰ 円／日 ２２０円 ２２円 

 サービス提供体制強化加算Ⅱ 円／日 １８０円 １８円 

 サービス提供体制強化加算Ⅲ 円／日 ６０円 ６円 

⑰介護職員等処遇改善加算Ⅱ 総合計額に 7.1％を乗じた額（１） （１）の金額 

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費  （日帰りショート）１回につき 

 単位 利用料金 自己負担額１割 

３時間以上４時間未満 

円／回 

６，６４０円  ６６４円 

４時間以上６時間未満 ９，２７０円 ９２７円 

６時間以上８時間未満 １２，９６０円  １，２９６円 

 

 

〔減算〕 

減算名称 単位 利用料金 自己負担額１割 

① 身体拘束廃止未実施減算 ％／日 所定単位数の１％ 

② 高齢者虐待防止措置未実施減算 ％／日 所定単位数の１％ 

③ 業務継続計画未策定減算 ％／日 所定単位数の１％ 

＊自己負担割合が２割、３割の場合、自己負担金額は１割負担の場合の２倍、３倍となる。 

＊上記基本料金と各種加算（該当するもの）の自己負担割合に応じた負担合計金額に、地域区

分（太田市「７級地」）の１．４％を乗じた金額を加算した額が１日当たりの個人負担金。 

 

 

各種加算・減算について 

＊各種加算①は、基準を満たした夜勤職員が配置されている場合 



 

 
 

              

＊各種加算②は、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者

毎に個別リハビリ計画を作成し、計画に基づき、医師の指示を受けた理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士が１日２０分以上の個別リハビリを実施し

た場合 

＊各種加算③は、日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められる場合 

＊各種加算④は、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅生活が困難であり、

緊急に利用することが適切であると判断した方に対しサービスを行った場合 

＊各種加算⑤は、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていないサービス利用を

緊急に行った場合、７日間（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等

やむを得ない事情がある場合は、１４日）を限度として加算 

＊各種加算⑥は、若年性認知症利用者に対してサービスを行った場合 

＊各種加算⑧は、医師の指示により発行される食事箋で、糖尿病食・腎臓病食・胃潰瘍食・貧

血食・膵臓病食・肝臓病食・高脂血症食・痛風食及び特別な場合の検査食該

当者。１日につき３回を限度。 

＊各種加算⑨は、認知症介護に係る専門的な研修を終了している者や認知症介護の指導に係る専門

的な研修を終了している者が規定数以上いる場合で、専門的な認知症ケアを行

った場合に加算する。 

＊各種加算⑩は、１診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと 

        ２診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の

内容等を診療録に記載すること 

        ３利用者の主治医に対して、利用者の同意を得て、診療状況等を示す文書を

添えて必要な情報の提供を行うこと 

        １、２、３を、治療管理を目的としてサービスを行った場合 

＊各種加算⑪は、別に厚生労働大臣が定める基準（従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評

価を行うにあたり、歯科訪問診療料の算定実績のある歯科医師又は指示を受

けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めてい

おり、(1)他のサービス事業所において口腔・栄養スクリーニング加算を算定

しておらず、(2)歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定し

ておらず、(3)他のサービス事業所において口腔連携強化加算を算定していな

いこと。）に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知 事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った事業所

の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意

を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提

供を行った場合 

＊各種加算⑫は、利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合に、緊急の投薬・

検査・注射・処置等を行った場合。連続する３日限度、１月に１回限度 

＊各種加算⑬は、要介護 4 又は 5 であって、別に定める状態であるものに対して、医学的管理

のもと、短期入所療養介護を行った場合 

＊各種加算⑭は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報組織を使用

する方法により、都道府県知事に届け出た場合に加算（基準については職員

にお尋ねください）。 

＊各種加算⑮は、生産性向上推進体制加算Ⅰ 

        １利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方針を検討するための委員会において、次の事項について検討を行い、及び

事項の実施を定期的に確認していること 

（１）業務の効率化及び質の向上又は職員の負担軽減に資する機器（以下、

介護機器）を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 

（２） 職員の負担の軽減及び職務状況への配慮介護機器の定期的な点検 

（３）業務効率化及び質の向上並びに職員尾負担軽減を図るための職員研修 

２、１の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及び質の確保並びに職



 

 
 

              

員の負担軽減に関する実績があること 

        ３介護機器を複数種類活用していること 

４、１の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及

び質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、検討を踏まえて必要

な取り組みを実施し、及び取組の実施を定期的に確認すること。 

５事業年度ごとに１、３及び４の取組による業務の効率化及び質の確保並び

に職員の負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

生産性向上推進体制加算Ⅱ 

１を満たしていること及び、介護機器を活用していること並びに事業年度ご

とに、介護機器を活用していることと１の取組による業務の効率化及び質の

確保並びに職員の負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告していること 

＊各種加算⑯は、サービス提供体制強化加算Ⅰ 

        介護職員のうち、介護福祉士が８０％以上配置され、その内勤続年数十年以

上の介護福祉士が３５％以上配置されている場合 

        サービス提供体制強化加算Ⅱ 

        介護職員のうち、介護福祉士が６０％以上配置されている場合 

        サービス提供体制強化加算Ⅲ 

        介護職員のうち介護福祉士が５０％以上配置されている場合、或いは介護・

看護職員のうち常勤職員が７５％以上配置されている場合、或いは、７年以

上の勤続年数者が３０％以上配置されている場合 

＊各種加算⑰は、（1）介護職員等の賃金改善について、介護職員等処遇改善加算Ⅳ（4.4％）を

算定した場合に算定が見込まれる額の二分の一以上を基本給又は毎月の手当

てに充て、介護福祉士であって経験・技能のある介護職員のうち 1 人は賃金

改善後の見込み額が四百四十万以上（理由によりこのかぎりではない）であ

ること。 

        （2）（1）の賃金改善に関する介護職員等処遇改善計画を作成して全職員に周

知し、都道府県知事に届け出ていること。 

        （3）加算の算定額に相当する賃金改善を理由がない限り（理由は知事に報告）

は実施すること。 

        （4）処遇改善に関する実績を知事に報告すること。 

        （5）労働基準法、労働者災害補償法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保

険法等に違反していないこと。 

        （6）労働保険料の納付が適切に行われていること。 

        （7）介護職員任用の際における職責又は職務内容等の要件を定め、要件につ

いて書面にて作成し全ての職員に周知し、介護職員資質向上支援の計画を策

定し研修の機会を確保、又、それを全ての職員に周知し、介護職員の経験や

資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づく定期昇給を判定する

仕組みを設け、その仕組みについて書面にて作成し全ての職員に周知してい

ること。 

        （8）（2）の届出に係る期間中に実施する処遇改善の内容と改善に要する費用

見込額を全ての職員に周知していること。 

        （9）（8）の内容等についてインターネットの利用等適切な方法により公表し

ていること。 

        （10）サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを届け出ており、本体介護老人保

健施設が介護職員処遇改善加算Ⅰを届け出ていること。 

        上記要件の（1）から（9）までの基準に適合すること。(令和 6年 6月 1日か

ら) 

＊各種減算①は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年 3

月31日厚生省令第37号）第百四十六条第五項及び第六項に規定する基準（身

体的拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況



 

 
 

              

並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。身体的拘束等の適正化のため

の対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。身体的拘束等の適正化

のための指針を整備すること。介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施すること。）に適合していないこと。 

＊各種減算②は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年 3月

31 日厚生省令第 37 号）第百五十五条において準用する第三十七条の二に規定す

る基準（虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。虐待の防止

のための指針を整備すること。介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のた

めの研修を定期的に実施すること。措置を適切に実施するための担当者を置くこ

と。）に適合していないこと。 

＊各種減算③は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年 3月

31 日厚生省令第 37 号）第百五十五条において準用する第三十条の二第一項（感

染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保健施設サービスの提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。）に

適合していないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

◎介護保険負担限度額認定証の自己負担 

サービス種類 利用料 減額対象者 内容等 

食費 
１，９５０

円／日 

①      300 円／日 

食材料費＋調理代 

朝食６５０円昼食６５０円夕食６５０円 

②      600 円／日 

③-① 1，000 円／日 

③-② 1，300 円／日 

滞在費 

 ①       0 円／日 光熱水費相当 

５６０ ②       430 円／日 ●4 人部屋・2 人部屋 

円／日 ③-①② 430 円／日  

 ①      550 円／日 室料＋光熱水費相当 

１，７６０ ②      550 円／日 ●個室 

円／日 ③-①② 1,370 円／日  

＊食費と滞在費欄で減額対象者とは、以下の区分とする。 

①は生活保護受給者又は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税の老齢

福祉年金受給者 

②は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税年金収

入額及び非課税年金収入額の合計が８０万円以下の方で、尚且つ預貯金等の合計が単身で  

６５０万円（夫婦で１，６５０万円）未満の方。 

③-①は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税年

金収入額及び非課税年金収入額の合計が８０万円超１２０万円以下の方で、尚且つ預貯金等

の合計が単身で５５０万円（夫婦で１，５５０万円）未満の方。 

③-②は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税年

金収入額及び非課税年金収入額の合計が１２０万円超の方で、尚且つ預貯金等の合計が単身

で５００万円（夫婦で１，５００万円）未満の方。 

＊医療については、当施設の医師が対応できる医療に関しては、介護保険給付サービスに含ま

れておりますが、当施設の医師で対応できない処置や手術及び病状の著しい変化に対する医

療については、往診や入院・通院の対応となり、医療保険の自己負担金を別途負担していた

だく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

聖寿園指定短期入所療養介護利用約款 
第１条（約款の目的） 

聖寿園指定短期入所療養介護（以下「事業者」という。）は、要介護状態と認定された

契約者に対し、介護保険法令の趣旨に従い、利用者の心身の状況若しくは病状により、

若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して、看護・

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要があるも

のを対象に、介護老人保健施設の療養室等において、指定短期入所療養介護を提供し、

一方、契約者及び契約者の身元保証人は、聖寿園に対しそのサービスに対する料金を支

払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。 

第２条（適用期間） 

契約者が、指定短期入所療養介護利用契約書を当施設に提出したときから効力を有し、

要介護認定期間までとする。要介護認定期間満了後も契約内容に変更がない場合は同じ

条件で更新されるものとし、契約内容に変更が生じた場合は、新たに同意を得るものと

します。 

第３条（施設サービス計画の決定及び変更) 

（１）事業者は、居宅サービス計画に基づき、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関

する業務を担当させるものとします。 

（２）施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が契約者及びその家族等に対して説明し、

同意を得た上で決定します。 

（３）事業者は、計画担当介護支援専門員に定期的又は、契約者及びその家族等の要請に応じ

て、施設サービス計画の変更の必要があるかどうか調査させ、その結果変更の必要があ

ると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更

するものとします。 

（４）施設サービス計画書は、書面により契約者又はその家族等に対して交付するものとしま

す。 

第４条（短期入所療養介護サービスの内容） 

   事業者は、介護保険給付対象サービスとして、聖寿園において契約者に対し看護・医学

的管理の下、介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上のお世話を行うも

のとします。 

第５条（契約者が負担する利用料金） 

事業者は、契約者及び身元保証人との合意に基づき以下に掲げるものについてサービス

を提供し、その対価として重要事項説明書に定める金額の支払いを受けるものとします。 

（１）契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から、介護保険給付費額を除いた金額 

（２）滞在費（従来型個室は室料及び光熱水費相当額、多床室は光熱水費相当額） 

（３）食費（食材料費及び調理費相当額） 

（４）特別な室料（契約者が選定する特別な療養室の提供に伴う費用） 

（５）洗濯代（契約者又は身元保証人の依頼により、契約者が使用した衣類等を施設洗濯した

場合） 

（６）教養娯楽費（契約者の希望による、レクリエーションやクラブ活動を行った場合の材料

費） 

（７）電気代（契約者が希望し、持ち込む電化製品の電気使用料） 

（８）理美容代（契約者又は身元保証人の依頼により理・美容師が行うサービスの費用） 

（９）他科受診料（契約者又は身元保証人の了解を得て、聖寿園の医師が依頼して他の医療機

関を受診する場合の医療保険一部負担） 



 

 
 

              

（10）健康管理費（インフルエンザ予防接種費用） 

（11）契約者が希望して購読する新聞・書籍代 

（12）診断書料 

（13）日用品費（契約者又は身元保証人の依頼により提供する日用品の費用） 

（14）領収書の再発行手数料（入所者又は家族の依頼による領収書の再発行手数料） 

（15）郵便物配送料（入所者又は家族の依頼により施設から郵送する郵便物等の配送料） 

（16）X 線フィルム等のCD-R コピー代（入所者又は家族の依頼による CD-R コピー代） 

（17）死後処置料（身元保証人の依頼により処置を行った場合） 

第 6 条（利用料金の変更） 

   介護保険給付費体系の変更や、その他やむを得ない事由により料金の変更があった場合

は、事業者は当該サービス利用料金を変更することができ、契約者及び身元保証人に説

明し同意を得るものとします。 

 ２ 契約者及び身元保証人は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約は解

除となります。 

 ３ 契約者世帯の家計状況の急変等により前条（４）に定める利用料については、別途相談

に応じます。 

第７条（利用料金の支払い） 

   契約者及び身元保証人は、連帯して約款に基づき個別に利用したサービス等の提供に伴

う費用を支払う義務があります。 

 ２ 第５条１項から９項は利用月末締めで計算し、翌月の１０日～２０日迄に聖寿園窓口に

おいて直接支払うことを原則とします。 

 ３ 聖寿園は、契約者又は身元保証人から支払いを受けたときは、支払者に対し領収証を発

行します。 

第８条（身体拘束の禁止） 

   聖寿園は、原則として身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむ

を得ない場合は、医師が判断し身体拘束、その他契約者の行動を制限する行為を行うこ

とがあります。この場合には、身元保証人の同意を得て行い、その様態及び時間、その

際の契約者の心身の状況、拘束せざるを得ない理由を診療録に記載します。 

第９条（虐待の防止） 

   聖寿園は、契約者の人権の擁護、虐待の防止等のために、虐待の防止に関する責任者を

選定し、次の各号に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や、知識や技術の向上に努めます。 

（２）従業者又は擁護者等により虐待を受けたと思われる契約者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。 

第 10 条（個人情報の保護及び守秘義務） 

   聖寿園の従業者は、業務上知り得た契約者又は身元保証人若しくはその家族等に関する

秘密を、正当な理由無く第三者に洩らしません。又聖寿園を退職した後も同様の扱いと

します。但し、次の各号についての情報提供は、契約者及び身元保証人に予め同意を得

た上で行うこととします。 

（１）介護保険サービス及びその他保健医療・福祉サービスを円滑に利用するに当たり、市町

村、居宅介護支援事業者、サービス事業者等への情報の提供を行います。但し 

情報提供について、同意されない場合は、サービスが円滑に利用できないことがありま

す。 



 

 
 

              

（２）職員のサービスの質の向上のための研究会での事例研究発表。尚、この場合個人が特定

されないように仮名等を使用することを厳守します。 

 ２ 前項は、契約終了後も同様の扱いとします。 

第 11 条（緊急時の対応） 

   聖寿園の医師は、契約者に対し医学的判断により、併設医療機関又は協力歯科医療機関

等の診療を依頼又は紹介することがあります。 

 ２ 前項の他、入所中に契約者の心身の状態が急変した場合、身元保証人若しくはその家族

に対し、緊急に連絡します。 

第 12 条（要望又は苦情の対応） 

   契約者及び身元保証人等は、聖寿園が提供する介護保険サービスに対して、要望及び苦

情がある場合、苦情受付担当者に申し出るか、事務所カウンターに設置のご意見箱に管

理者宛の文書を投函することができます。 

第 13 条（事業者の損害賠償責任） 

   聖寿園は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により、

契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 10 条に定める守秘義務に違

反した場合も同様とします。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約

者の置かれた心身の状況を斟酌して、相当と認められる時に限り損害賠償責任を減じる

ことができるものとします。 

第 14 条（事故発生の防止及び発生時の対応） 

聖寿園の管理者は、施設サービスの提供により事故発生の防止に努め、万が一事故が発

生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じるものとします。 

２ 事故発生又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合は、状況及び事故に際してとっ

た処置について記録し、改善策を検討します。 

 ３ 聖寿園管理者は、事故発生防止の為の委員会を設置し研修を行うものとします。 

４ 聖寿園管理者は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合は、

速やかに損害賠償を行うものとします。但し、事業所の責めに帰すべからざる事由によ

る場合は、この限りではありません。 

第 15 条（損害賠償がなされない場合） 

   事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ、

以下の各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。 

（１）契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを

告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

（２）契約者が、サービスの実施に当たって、必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に

これを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

（３）契約者の急激な体調変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら

起因して損害が発生した場合 

（４）契約者が事業者若しくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起

因して損害が発生した場合 

第 16 条（契約の終了及び解除） 

   事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる

事由により、サービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施した

サービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求しないものとします。 



 

 
 

              

 ２ 事業者は、契約者が次の各号に該当する場合は契約を終了又は解除するものとします。 

（１）契約者が、死亡した場合 

（２）要介護認定の更新により要支援又は自立と認定された場合 

（３）契約者又は身元保証人が利用料を請求月末までに支払わなかった場合 

（４）事業の目的や運営方針に著しく反した場合 

（５）契約者が、聖寿園従業者若しくは他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけ、又は

著しい背信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい事情が生じた場合 

第 17 条（協議事項） 

   本契約に定められていない事項について、事業者は介護保険法その他諸法令の定めると

ころに従い、契約者と誠意を持って協議するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

聖寿園指定短期入所療養介護重要事項説明書 

 

 

１．施設の概要 

（１）法人名   医療法人社団松嶺会 

（２）事業所名  聖寿園 指定短期入所療養介護 

（３）所在地   群馬県太田市熊野町３８－８１ 

（４）電話番号  ０２７６－２２－１１７０ 

（５）ＦＡＸ   ０２７６－２５－４５６２ 

（６）代表者   理事長   

（７）管理者         

（８）開設年月日    昭和６３年８月１日 

（９）介護保険事業指定番号   １０５０５８００１６ 

 

２．事業の目的 

  居宅要介護者等について、短期間入所し短期入所療養介護計画に基づいて、看護・医学的

管理のもと、介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上のお世話を行います。 

 

３．運営方針 

  ①聖寿園は、ご利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよ

うにすると共に、居宅における生活への復帰を目指し、看護・医学的管理下における介

護及び機能訓練その他必要なリハビリテーションを行うことにより、機能の回復・維持

を図ります。 

  ②聖寿園は、ご利用者の意思及び人格を尊重し、ご利用者の立場に立ってサービスの提供

に努めます。 

  ③聖寿園は、明るく家庭的な雰囲気を心がけ、地域や家庭との結びつきを重視した運営を

行い、保険者、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、その他の保健・医療・福祉

サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。 

 

４．療養室定員 入所定員に空きがある場合にご利用できます。 

  一 般 棟 （５０床）    個室…２室、２人室…４室、４人室…１０室 

  認知症対応棟（５０床）    個室…６室、４人室…１１室 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

５．職員配置基準 

 入所定員１００名 業務内容 

医師 １以上 医学的管理及び指導業務 

看護職員 ９以上 夜勤     

５ 

医学的管理のもと行われる看護及び介護業務 

介護職員 ２５以上 施設内での日常生活の介護 

理学・作業療法士等 １以上 心身のリハビリテーション 

支援相談員 １以上 利用者の生活相談 

管理栄養士 １以上 栄養指導、栄養マネジメント 

薬剤師 ０．３３以上 薬の処方に関する指導等 

介護支援専門員 １以上 施設サービス計画作成 

事務職員 必要数 請求事務及び設備管理等 

調理員 必要数 調理業務 

その他 必要数 衛生業務、介護補助等 

＊入所定員に空きがある場合にご利用可能なため、職員は入所との兼務となる。 

＊認知症対応棟については１０名様を１グループとして、日勤帯では各グループに１名以上

勤務し,夜勤帯は５０名様に対して３名配置しています。 

 

６．サービス内容 

① 健康管理・・・医師や看護職員が、健康管理を行います。 

② リハビリテーション・・・理学療法士、作業療法士等により、集団及び個別にリハビリを

行います。 

③ 食事・・・自立支援のため、離床して食堂でのお食事を原則と致します。 

朝食  ８：００～８：３０ 

昼食 １２：００～１２：３０  ※病状等により医師の指示による 

夕食 １８：００～１８：３０   療養食を提供します。 

④ 入浴・・・一般浴槽及び寝たきりの方も利用できる特別浴槽を使用し最低週２回入浴でき

ます。※身体の状態により入浴できないときは、清拭を行います。 

⑤ 排泄・・・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

⑥ その他自立支援 

     ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

     ・生活リズムを大切にし、普段着への更衣を促していきます。 

     ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるように援助します。 

⑦ 送迎（実施区域･･･太田市、千代田町、邑楽町、大泉町、桐生市、伊勢崎市、足利市） 

⑧ ご契約者様又はご家族様の希望により施設で行う衣類の洗濯 

⑨ ご契約者様又はご家族様の希望により理美容師による出張理美容サービスの取次ぎ 

⑩ 教養・娯楽 

 

 

 



 

 
 

              

７．利用料金（別紙一覧表） 

① 介護保険 １割負担から３割負担（各利用者の自己負担割合によります。） 

② 介護保険給付以外の利用料……食費、滞在費、特別な室料、特別な食事、教養娯楽費、理

美容代、持込み電化製品の電気代、洗濯代、日用品費等 

    ＊食費、滞在費の負担は、負担限度額認定証の対象となる方は、記載された金額とな

るため、認定証のある方は、必ず聖寿園事務所窓口へ提示してください。 

 

８．利用料金の支払い 

請求書締め日･･･利用月末締め 

支払い日･･･利用月翌月の１０日～２０日迄 

       日曜日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆は除く 

支払い受付時間･･･午前９：００～午後１：００ 

又は午後２：００～午後５：００ 

支払い方法･･･聖寿園受付窓口まで 

現金にてお支払い下さい。 

＊理美容代、教養娯楽費実費、インフルエンザ予防接種代は別途請求と致します。 

 

 

９．併設医療機関 

冨士ヶ丘病院  内科・リハビリテーション科・麻酔科 

      太田市熊野町３８－８１ 

協力介護老人保健施設 

医療法人社団 松嶺会 介護老人保健施設 金山 

      群馬県太田市東金井町１８５６－１８ 

協力特定施設 

      医療法人社団松嶺会 介護付高齢者住宅 松寿園 

      太田市熊野町３８－８１ 

協力特定施設 

      医療法人社団松嶺会 介護付有料老人ホーム 桜の里 

      太田市熊野町３８－７５ 

協力歯科医療機関  （要介護３以上の寝たきりの方） 

      あおい歯科医院 

   太田市浜町４２－１５ 

ローゼンハイツ 1E 

１０．ご利用にあたっての留意事項 



 

 
 

              

【ご面会】 

    午前９：００～午後７：００ 

      ＊ご面会の方は、各階のセンター備え付けの面会簿にご記入下さい。 

      ＊泥酔状態でのご面会や、他の利用者様に迷惑となる行為はご遠慮下さい。 

      ＊食事制限や、嚥下状態により食べ物の差し入れを制限させていただくことがあ

りますので、各階の職員にご確認ください。 

      ＊インフルエンザ、コロナ、感染性胃腸炎等の流行が懸念される場合には、利用

者の健康維持を考慮して面会制限を実施することがあります。面会制限を実施

する場合には掲示等によりお知らせいたします。 

【外出・外泊】 

      必ず医師の許可を得てください。尚、外出中に他の医療機関を受診したり入院す

ることはできません。 緊急やむを得ない場合も、必ず聖寿園に連絡をしてくだ

さい。 

【火気等の持ち込み】 

      入所される方は、ライター・発火物及び刃物類の持ち込みを禁止します。 

【設備・備品】 

      施設内の設備、備品等は独占しないよう皆さんで大切にご利用ください。 

【所持品等】 

      施設への持ち込みは、必要最低限の生活用品とし、必ず記名してください。 

      ご利用者様が管理する金銭及び貴重品の紛失・破損は施設として一切の責任を負

いかねます。 

【宗教・政治活動】 

      施設内での一切の宗教・政治活動を禁止します。 

【ペットの持ち込み】 

      施設内へのペットの持ち込みを禁止します。 

【その他】 

      職員へのお心付けは遠慮させていただいております。 

【非常災害対策】 

      ◎防災設備…スプリンクラー、消火器、消火栓、非常用滑り台 

      ◎防災訓練…年２回 

      ご利用者様にも、避難訓練にご協力をお願いしております。 

【ご契約解除】 

      請求月の月末（日曜日及び聖寿園が指定する休みにあたった場合はその前日）迄

にお支払いがない場合は、支払期限の翌月以降の契約を解除させて頂きますが、

契約解除後も支払い義務は発生します。 

 

１１．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

 ◎第三者評価の実施はありません。 

 

 

１２．苦情の受付   月～金９：００～１７：００ 



 

 
 

              

◎聖寿園苦情解決責任者    管理者              

苦情解決委員      看護主任         

                 介護主任         

                 リハビリ担当職員        

                 支援相談員        

介護支援専門員      

 

※電話での受付は、０２７６－２２－１１７０へ 

 ※事務所カウンター横の苦情受付箱への投函も受け付けます。 

公共機関の苦情受付窓口 

  ◎太田市役所介護サービス課   電話０２７６－４７－１９３８ 

  ◎千代田町役場住民福祉課    電話０２７６－８６－７０００ 

◎邑楽町役場福祉介護課     電話０２７６－４７－５０２１ 

◎大泉町役場高齢介護課     電話０２７６－６２－２１２１ 

◎桐生市役所健康長寿課     電話０２７７－４６－１１１１ 

◎伊勢崎市役所介護保険課    電話０２７０－２７－２７４３ 

◎足利市役所元気高齢課     電話０２８４－２０－２１３６ 

各月～金 ８：３０～１７：１５ 

  ◎群馬県国民健康保険団体連合会 介護保険推進課  電話０２７－２９０－１３７６ 

  ◎栃木県国民健康保険団体連合会 介護福祉課    電話０２８－６４３－２２２０ 

    月～金 ８：３０～１７：００ 

 

１３．個人情報の保護 

◎個人情報保護法に基づき、聖寿園では次のとおり情報の利用目的を特定します。 

【介護の提供に必要な利用目的】 

（介護関係事業者内部での利用に係る事例） 

◆聖寿園が提供する介護サービス 

◆介護保険事務 

◆利用者に係る聖寿園の管理運営業務のうち、入退所等の管理、会計・経理、事故等の報告、

当該利用者のサービスの向上 

（他の事業者等への情報提供を伴う事例） 

◆当該利用者の退所により、居宅介護支援事業者及び保健・医療・福祉サービス事業所との連

携 

◆その他の業務委託 

◆家族等への心身の状況説明 

◆審査支払機関へのレセプト提出 

◆審査支払機関、保険者、居宅介護支援事業所からの照会への回答 

◆損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

（聖寿園の管理運営業務） 

◆介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

◆聖寿園で行われる看護・介護・リハビリ等の実習への協力 

◆法人内部での症例研究（個人が特定されないように配慮します） 

 

 

１４．聖寿園短期入所療養介護の利用料金表（運営規定参照） 



 

 
 

              

 

 

 

 

運 営 規 程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人社団 松嶺会 

指定介護予防短期入所療養介護 聖寿園 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

聖寿園指定介護予防短期入所療養介護 運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条  医療法人社団松嶺会が開設する介護老人保健施設聖寿園において行う聖寿園指定介

護予防短期入所療養介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関

する事項を定め、聖寿園の従業者が要介護者に対し、適正な指定介護予防短期入所療

養介護サービスを提供する事を目的とする。 

 

（運営方針） 

第２条  聖寿園は、利用者の心身の状況や病状、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張

等の理由により、利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るために、一時

的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並び

に日常生活上の世話を受ける必要がある者に、介護老人保健施設の療養室において、

指定短期入所療養介護を提供するものとする。 

   ２ 聖寿園は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って指定介護予

防短期入所療養介護サービスの提供に努めるものとする。 

   ３ 聖寿園は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営

を行い、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅介護サービス事

業者、他の介護保険施設、その他保健医療機関又は福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条  事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。 

 （１） 名 称 聖寿園指定介護予防短期入所療養介護 

 （２） 所在地 群馬県太田市熊野町３８－８１ 

 

（利用定員） 

第４条  指定介護予防短期入所療養介護の定員は、介護老人保健施設の入所定員に空床があ

った場合に利用可能とする。 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第５条  聖寿園に勤務する職種、員数及び職務の内容は次の通りとし、介護老人保健施設と

の兼務とする。 

 （１）管理者     １名 

    管理者は、聖寿園の従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に

行うものとする。 

 （２）医師     １名以上 

    医師は、常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に

努めるとともに、その病状に照らして、妥当適切な検査、投薬、注射、処置、指導等

を行うものとする。 

 （３）薬剤師    ０．３３人以上 

    薬剤師は、医師の処方に基づき妥当適切な薬剤の調剤等を行うものとする。 



 

 
 

              

 （４）看護・介護職員 ３４人以上 

    看護・介護職員は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもってその自

立の支援と日常生活の充実に資するよう、看護及び医学的な管理の下における介護を

行うものとする。 

 （５）支援相談員  １人以上 

    支援相談員は、常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な

把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な

助言その他の援助を行うものとする。 

 （６）理学療法士又は作業療法士等 １人以上 

    理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、その

心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学・作業療法等そ

の他必要なリハビリテーションを計画的に行うものとする。 

 （７）管理栄養士又は栄養士 １人以上 

    管理栄養士又は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮し、栄養ケア

計画を作成し、適切な栄養状態の管理、食事相談、食事の提供を行うものとする。 

栄養士は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮し、適切な栄養状態

の管理、食事相談、食事の提供を行うものとする。 

 （８）介護支援専門員 １人以上 

    介護支援専門員は、常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的

確な把握に努め、施設サービス計画を作成するとともに、計画の実施状況の把握を行

い、必要に応じその変更を行うものとする。 

 （９）調理員、事務員、その他の従業者 

    管理者が必要と認めた員数を配置する。 

 

（利用開始及び終了） 

第６条  聖寿園は、指定介護予防短期入所療養介護約款及び重要事項説明書により、利用者

又は家族等に対し内容の説明を行い、施設との契約に同意を得るものとする。 

   ２ 聖寿園は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携により、指定介護予防短期入所療養介護の提供の開始前から終了

後に至るまで、利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよ

う必要な援助を行うものとする。 

 

（契約の解除） 

第７条  管理者は、利用者に次の事由が生じた場合は、利用者又は家族等に対しその事由を

付して、契約の解除を通告するものとする。 

 （１） 利用者が事業の目的及び運営方針に著しく反する場合。 

 （２） 利用者が負担すべき費用を利用月の翌月末日（日曜日及び予め聖寿園が指定する休

みに当たった場合は、その前日）迄に支払いが無かった場合は、支払期日以降の指定

短期入所療養介護の利用契約を解除する。 

 （３） 更新・変更申請において要介護又は自立と認定された場合は、要支援認定期間の満

了をもって契約を解除する。 

 

 



 

 
 

              

（指定介護予防短期入所療養介護サービスの内容） 

第８条  聖寿園指定介護予防短期入所療養介護に対するサービスの内容は次のとおりとする。 

 （１） 健康管理 

 （２） 指定介護予防短期入所療養介護計画の作成（概ね４日以上継続して利用する場合、

介護予防サービス支援計画書に基づき作成） 

 （３） 機能訓練 

 （４） 看護及び医学的な管理の下における介護 

 （５） 食事の提供 

 （６） 相談及び援助 

 （７） レクリエーション 

 （８） 送迎 

 （９） 入浴 

 （10） その他利用者に対する便宜の提供 

 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第９条  看護及び医学的管理の下における介護について次のとおり行うものとする。 

 （１） 週２回以上の入浴又は清拭（１週間以内の利用は別途相談による） 

 （２） 排泄の自立についての必要な援助 

 （３） オムツ使用者に対する適切な援助 

 （４） 離床、着替え、整容その他日常生活上の適切な介護 

 

（褥瘡の発生防止） 

第 10 条  聖寿園は、指定介護予防短期入所療養介護サービスの提供にあたり、褥瘡が発生

しないように次の各号に定める措置を講じなければならない。 

    １ 褥瘡の発生のリスクが高い利用者に対し、褥瘡予防の為の計画を作成する 

    ２ 看護師等を褥瘡予防担当者とする。 

    ３ 委員会を設置し、褥瘡対策のための指針を整備する。 

    ４ 従業者に対し褥瘡対策に関する教育を行うものとする。 

 

（食事の提供） 

第 11 条  利用者の食事は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間

に提供するものとする。 

    ２ 利用者の食事は、その者の自立の支援に考慮し、できるだけ離床して食堂で行う

よう努めるものとする。 

    ３ 疾病等を有する者には、医師の指示によりその症状に適した献立及び調理により

提供するものとする。 

 

（記録の整備） 

第 12 条  指定介護予防短期入所療養介護の提供にあたっては、次に掲げる記録を整備し、

その完結の日から５年経過後の年度末をもって、焼却処分するものとする。 

 （１） 短期入所療養介護計画 

 （２） 具体的なサービス内容の記録 

 （３） 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の理由及び拘束時間、並びに心身の状況の記録、



 

 
 

              

拘束を解除する予定日  

 （４） 苦情受付に関する記録 

 （５） 事故に関する記録 

 

（利用料及びその他の費用の額） 

第 13 条   施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサ

ービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に

応じた額の支払いを受けるものとする。 

   ２  前項に定めるものの他、次に掲げるサービスの費用は、利用者から費用の支払い

を受け実施する。 

 （１） 食費（食材料費と調理費相当額）朝食６５０円 昼食６５０円 夕食６５０円 

     ＊介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は認定証に記載された額と実

際に食した額の低いほうが自己負担となる。 

 （２） 滞在費 多床室（光熱水費相当額）         日額   ５６０円 

         従来型個室（室料と光熱水費相当額）    日額 １，７６０円 

     ＊介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は認定証に記載された額 

     ＊感染症や治療上の必要など、施設側の事情により３０日以内の期間で個室への短

期入所が必要であったり、著しい精神症状等により多床室では同室者の心身の状況

に重大な影響を及ぼす恐れが高く、個室以外の対応が不可能な者が従来型個室を利

用する場合は、多床室での介護報酬を適用する。 

 （３） 利用者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴う費用 

     一般棟における個室             日額 １，０００円（税別） 

            ２人室            日額   ６００円（税別） 

 （４） 利用者又は家族等の依頼により、利用者が使用した衣類等を施設で洗濯した場合の

洗濯代                  １回   ７５０円（非課税） 

 （５） 出張理美容サービス（業者により異なる） 実費 

 （６） 教養娯楽費  利用者の希望によるレクリエーションやクラブ活動の材料費は実費

徴収とする。 

 （７） 利用者が希望し、持ち込む電化製品の電気代  日額    ５０円（税別） 

 （８） 利用者が選定する特別な食事の提供を行った場合は実費徴収とする。 

（９） 死亡診断書料                           ６，０００円（税別） 

 （10） 利用者又は家族の依頼により提供する日用品費 日額   ３００円（非課税） 

 （11） 入所者又は家族の依頼による領収書の再発行手数料  １枚 ５００円（税別） 

（12）  入所者又は家族の依頼により、施設から郵送する郵便物等の配送料 実費 

（13)  入所者又は家族の依頼により提供する X 線フィルム等の CD-R コピー代 

１枚 １，０００円（税別） 

（14） 家族等の依頼により行う死後処置料       ３０，０００円（税別） 

   ３  第１項並びに第２項の各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供について 

  は予め利用者又は家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し 

  同意を得るものとする。 

 

（利用料金の変更） 

第 14 条  介護保険給付費体系の変更や、その他やむを得ない事由により料金の変更があ  



 

 
 

              

     った場合は、事業者は当該サービス利用料金を変更する事ができ、予め契約者 

     及び身元保証人に同意を得るものとする 

    ２ 契約者及び身元保証人は、前項の変更に同意する事が出来ない場合には、本 

     契約は解除するものとする。 

    ３ 契約者世帯の家計状況の急変等により、第１３条第２項（３）に定める利用 

     料については別途相談に応じるものとする。 

 

（通常の送迎の実施区域） 

第 15 条  指定介護予防短期入所療養介護の入所及び退所にあたり、聖寿園が行う送迎の実

施区域は、太田市・千代田町・邑楽町・大泉町・桐生市・伊勢崎市・栃木県足利市

とする。 

 

（利用中の他医療機関の受診） 

第 16 条  聖寿園の医師は、利用者の病状から見て、聖寿園において自ら必要な医療を提 

     供することが困難であると認めた時は、併設病院（冨士ヶ丘病院）その他適当 

     な病院若しくは診療所への対診を求める等診療について適切な措置を講じるも 

     のとする。 

    ２ 聖寿園の医師は、往診や通院に対して、当該医療機関の医師又は歯科医師と 

     の間で診療情報を相互に提供し、適切な診療を行うものとする。 

 

（非常災害対策） 

第 17 条  聖寿園は、非常災害に関する具体的計画をたてるものとし、非常災害に備え毎 

     年２回の避難及び救出その他必要な訓練を行うものとする。 

    ２ 従業者は、常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。 

    ３ 管理者は、防火管理者を選任し、防火管理者は定期的に消防用設備、救出用 

     設備を点検するものとする。 

４ 災害が発生した場合であっても、サービスを継続的に提供できる体制を構築する観

点から、業務継続に向けた計画の策定、研修及び訓練を実施し、必要に応じて計画の

変更を行うものとする。 

５ 訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。 

 

（指定介護予防短期入所療養介護サービスの質の評価） 

第 18 条  管理者は、自らの施設が提供するサービスの質について評価を行い、常にその 

     改善を図るものとする。 

 

（苦情等への対応） 

第 19 条  管理者は、指定介護予防短期入所療養介護に関する利用者及び家族等からの苦情

に迅速かつ適切に対応するために苦情受付担当者を置き、苦情を受け付けた時には

速やかに事実関係を調査するとともに、対応の結果について苦情の申し出者に報告

するものとする。 

 

（個人情報の保護及び守秘義務） 

第 20 条   聖寿園は、利用者及びその家族又支援者の個人情報について「個人情報の保護に



 

 
 

              

関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努める。 

    ２ 聖寿園の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族及び他の従業者の個 

     人情報を第三者に漏らしてはならない。このことについては、聖寿園を退職し 

     た後も同様とする。 

    ３ 利用者が、保健・医療・福祉サービスを円滑に受けられるよう、医療機関と 

     の情報提供を行う場合は予め同意を得るものとする。 

 

（衛生管理） 

第 21 条  管理者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水    

について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品

及び医療用具の管理を適正に行うものとする。 

    ２ 管理者は、感染症又は食中毒の発生及び蔓延の防止に努めるために、看護師等に

よる委員会を設置し、おおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図るものとする。 

    ３ 感染症又は食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針を整備する。 

    ４ マニュアルに基づき、従業者に対する研修を定期的に行う。 

５ 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する

手順」に沿った対応を行う。 

６ 感染症が発生した場合であっても、サービスを継続的に提供できる体制を構築す

る観点から、業務継続に向けた計画の策定、研修及び訓練を実施し、必要に応じて

計画の変更を行うものとする。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第 22 条  管理者は、施設サービスの提供により事故発生の防止に努め、万が一事故が発生

した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じるものとする。 

    ２ 事故発生又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合は、状況及び事故に際し

てとった処置について記録し、改善策を検討する。 

    ３ 管理者は、担当者を設置し事故発生防止の為の委員会及び研修を行うものとする。 

    ４ 管理者は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合は、

速やかに損害賠償を行うものとする。但し、事業所の責めに帰すべからざる事由に

よる場合は、この限りではない。 

 

（身体拘束の禁止） 

第 23 条  聖寿園においては、指定介護予防短期入所療養介護の提供にあたって、利用者の

生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用

者の行動を制限する行為を行ってはならない。 

    ２ 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、利用者又は家族等の同意を得た上で、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由、身

体拘束解除予定日を記録しなければならない。 

３ 身体拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。 

（７） 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると



 

 
 

              

ともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 

（８） 身体拘束等適正化のための指針を整備する。 

（９） 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

する。 

 

（虐待の防止） 

第 24 条  管理者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、必要な措置を講じるも

のとする。 

    ２ 虐待の防止に関する責任者は管理者とする。 

    ３ 管理者は、従業者又は擁護者により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場

合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

４ 管理者は、虐待の防止等のために、以下に掲げる事項を実施する。 

（９） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて従業者に周知徹底を図る。 

（１０） 虐待防止のための指針を整備する。 

（１１） 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 

（１２） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

 

（地域との連携） 

第 25 条  管理者は、その運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び

協力を行い、地域との交流に努めるものとする。 

 

（施設利用にあたり利用者等が留意すべき事項） 

第 26 条  利用者が、指定介護予防短期入所療養介護の提供を受ける際には、次に掲げる事

項に留意しなければならない。 

 （１） 介護予防短期入所療養介護計画に基づいてサービス利用すること。 

 （２） 健康状態に異常がある場合は、その旨申し出ること。 

 （３） 利用者への面会に際しては、面会簿に所定の事項を記載すること。 

 （４） 利用中の喫煙及び飲酒は禁止するものとする。 

 （５） ライター、刃物類、はさみ等の持ち込みは禁止するものとする。 

 （６） 聖寿園で行う非常災害対策において、可能な限り協力するものとする。 

 

（職員の質の確保） 

第 27 条  聖寿園は、職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。 

    ２ 聖寿園は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介

護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに

類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じるものとする。 

 

（職員の服務規律） 

第 28 条  職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示

命令に従い、自己の業務に専念する。服務にあたっては、協力して施設の秩序を維



 

 
 

              

持し常に次の事項に留意すること。 

 （１） 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし責任を持って接遇すること。 

 （２） 管理者が不在時で、急を要する事態が発生した場合は、事務部長又は看護師長が管

理業務を臨時的に代行する。 

 （３） 各部署は別添の組織図により構成される。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第 29 条  聖寿園は、従業者の資質の向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備

するものとする。 

２ 聖寿園は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

    ３ この規程に定める事項の他、運営に関する重要な事項は医療法人社団松嶺会と聖

寿園の管理者の協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

 

附 則 

１ この規程は平成１２年４月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１６年９月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１６年１２月６日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１７年４月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１７年１０月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１８年４月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１８年１０月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１９年７月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成１９年１０月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成２１年４月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成２４年４月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成２４年１１月１日より施行する。 

附 則 



 

 
 

              

１ この改正規程は平成２５年４月１日より施行する。 

附 則 

１ この改正規程は平成２５年９月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は平成２６年４月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は平成２７年４月１日より施行する。 

附  則 

１ この運営規程は平成２８年４月１日より運用する。 

附  則 

１ この運営規程は平成２９年２月１日より運用する。 

附  則 

１ この運営規程は平成２９年４月１日より運用する。 

附  則 

１ この運営規程は平成３０年４月１日より運用する。 

附  則 

１ この運営規程は平成３０年８月１日より運用する。 

附  則 

１ この改正規程は２０１９年４月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は２０１９年１０月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は２０２１年４月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は２０２２年１０月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は２０２４年４月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は２０２４年８月１日より施行する。 

附  則 

１ この改正規程は２０２５年８月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

第１３条 別紙 

聖寿園指定介護予防短期入所療養介護の利用料金表 

◎介護保険給付サービス利用料金（１日あたり） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額

を除いた金額（自己負担割合に応じた額）をお支払いいただく。 

※下記基本料金は、別に厚生労働大臣が定める施設基準（「在宅復帰・在宅療養支援等指標」、

「退所時指導等」「リハビリテーションマネジメント」「地域貢献活動」「充実したリハビリテ

ーション」の５項目）を原則とし、算定要件を満たした場合は１「基本型」、要件を満たさな

い場合は２「その他型」とする。また月ごとに変更となる場合がある。 

１． 基 本 料 金 （ 基 本 型 ） 

１－１ 自己負担額１割 

〔一般棟 個  室〕 

区  分 要支援１ 要支援２ 

1.サービス利用料金 ５，７９０円 ７，２６０円 

2.うち、介護保険から給付される金額９割 ５，２１１円 ６，５３４円 

3.サービス利用に係る自己負担額（１－２）１割 ５７９円 ７２６円 

〔一般棟 ４人室・２人室〕 

区  分 要支援１ 要支援２ 

1.サービス利用料金 ６，１３０円 ７，７４０円 

2.うち、介護保険から給付される金額９割 ５，５１７円 ６，９６６円 

3.サービス利用に係る自己負担額（１－２）１割 ６１３円 ７７４円 

 

１－２ 自己負担額２割 

〔個  室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 

1.サービス利用料金 ５，７９０円 ７，２６０円 

2.うち、介護保険から給付される金額８割 ４，６３２円 ５，８０８円 

3.サービス利用に係る自己負担額（１－２）２割 １，１５８円 １，４５２円 

〔４人室・２人室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 

1.サービス利用料金 ６，１３０円 ７，７４０円 

2.うち、介護保険から給付される金額８割 ４，９０４円 ６，１９２円 

3.サービス利用に係る自己負担額（１－２）２割 １，２２６円 １，５４８円 

 

１－３ 自己負担額３割 

〔個  室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 

1.サービス利用料金 ５，７９０円 ７，２６０円 

2.うち、介護保険から給付される金額７割 ４，０５３円 ５，０８２円 

3.サービス利用に係る自己負担額（１－２）３割 １，７３７円 ２，１７８円 

 



 

 
 

              

〔４人室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 

1.サービス利用料金 ６，１３０円 ７，７４０円 

2.うち、介護保険から給付される金額７割 ４，２９１円 ５，４１８円 

3.サービス利用に係る自己負担額（１－２）３割 １，８３９円 ２，３２２円 

 

２． 基 本 料 金 （ そ の 他 型 ） 

２－１ 自己負担額１割 

〔一般棟 個  室〕 

区  分 要支援１ 要支援２ 

1.サービス利用料金 ５，６６０円 ７，１１０円 

2.うち、介護保険から給付される金額９割 ５，０９４円 ６，３９９円 

3.サービス利用に係る自己負担額（１－２）１割 ５６６円 ７１１円 

〔一般棟 ４人室・２人室〕 

区  分 要支援１ 要支援２ 

1.サービス利用料金 ６，０１０円 ７，５８０円 

2.うち、介護保険から給付される金額９割 ５，４０９円 ６，８２２円 

3.サービス利用に係る自己負担額（１－２）１割 ６０１円 ７５８円 

２－２ 自己負担額２割 

〔一般棟 個  室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 

1.サービス利用料金 ５，６６０円 ７，１１０円 

2.うち、介護保険から給付される金額８割 ４，５２８円 ５，６８８円 

3.サービス利用に係る自己負担額（１－２）２割 １，１３２円 １，４２２円 

〔一般棟 ４人室・２人室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 

1.サービス利用料金 ６，０１０円 ７，５８０円 

2.うち、介護保険から給付される金額８割 ４，８０８円 ６，０６４円 

3.サービス利用に係る自己負担額（１－２）２割 １，２０２円 １，５１６円 

２－３ 自己負担額３割 

〔一般棟 個  室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 

1.サービス利用料金 ５，６６０円 ７，１１０円 

2.うち、介護保険から給付される金額７割 ３，９６２円 ４，９７７円 

3.サービス利用に係る自己負担額（１－２）３割 １，６９８円 ２，１３３円 

〔一般棟 ４人室・２人室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 

1.サービス利用料金 ６，０１０円 ７，５８０円 

2.うち、介護保険から給付される金額７割 ４，２０７円 ５，３０６円 

3.サービス利用に係る自己負担額（１－２）３割 １，８０３円 ２，２７４円 

 

 



 

 
 

              

３． 加  算・減  算 

 ※ 以下の加算項目に該当した場合は、上記１．基本料金に加算することとする。 

〔加算〕 

＊１割負担の場合 

加算名称 単位 利用料金 自己負担額１割 

①夜勤職員配置加算  円／日 ２４０円 ２４円 

②個別リハビリ加算 円／日 ２，４００円 ２４０円 

③認知症緊急短期入所受入加算（７日） 円／日 ２，０００円 ２００円 

④若年性認知症利用者受入加算 円／日 １，２００円 １２０円 

⑤送迎加算（片道） 円／回 １，８４０円 １８４円 

⑥療養食加算 円／回 ８０円 ８円 

⑦認知症専門ケア加算Ⅰ 円／日 ３０円 ３円 

 認知症専門ケア加算Ⅱ 円／日 ４０円 ４円 

⑧口腔連携強化加算 円／月 ５００円 ５０円 

⑨総合医学管理加算（７日） 円／日 ２，７５０円 ２７５円 

⑩緊急時治療管理（月３日限度） 円／日 ５，１８０円 ５１８円 

⑪在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 円／日 ５１０円 ５１円 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 円／日 ５１０円 ５１円 

⑫生産性向上推進体制加算Ⅰ 円／月 １０００円 １００円 

 生産性向上推進体制加算Ⅱ 円／月 １００円 １０円 

⑬サービス提供体制強化加算Ⅰ 円／日 ２２０円 ２２円 

 サービス提供体制強化加算Ⅱ 円／日 １８０円 １８円 

 サービス提供体制強化加算Ⅲ 円／日 ６０円 ６円 

⑭介護職員等処遇改善加算Ⅱ 総合計額に 7.1％を乗じた額(1) （１）の金額 

〔減算〕 

減算名称 単位 利用料金 自己負担額１割 

④ 身体拘束廃止未実施減算 ％／日 所定単位数の１％ 

⑤ 高齢者虐待防止措置未実施減算 ％／日 所定単位数の１％ 

⑥ 業務継続計画未策定減算 ％／日 所定単位数の１％ 

＊自己負担割合が２割、３割の場合、自己負担金額は１割負担の場合の２倍、３倍となる。 

＊上記基本料金と各種加算（該当するもの）の自己負担割合に応じた負担合計金額に、地域区

分（太田市「７級地」）の１．４％を乗じた金額を加算した額が１日当たりの個人負担金。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

各種加算・減算について 

＊各種加算①は、基準を満たした夜勤職員が配置されている場合 

＊各種加算②は、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者毎に個別リハ

ビリ計画を作成し、計画に基づき、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士が１日２０分以上の個別リハビリを実施した場合 

＊各種加算③は、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅生活が困難であり、緊急に

利用することが適切であると判断した方に対しサービスを行った場合 

＊各種加算④は、若年性認知症利用者に対してサービスを行った場合 

＊各種加算⑥は、医師の指示により発行される食事箋で、糖尿病食・腎臓病食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓病

食・肝臓病食・高脂血症食・痛風食及び特別な場合の検査食該当者 

＊各種加算⑦は、認知症介護に係る専門的な研修を終了している者や認知症介護の指導に係る専門的な研修

を終了している者が規定数以上いる場合で、専門的な認知症ケアを行った場合に加算する。 

＊各種加算⑧は、別に厚生労働大臣が定める基準（従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行う

にあたり、歯科訪問診療料の算定実績のある歯科医師又は指示を受けた歯科衛生士に

相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていおり、(1)他のサービス事業

所において口腔・栄養スクリーニング加算を算定しておらず、(2)歯科医師又は歯科衛

生士が行う居宅療養管理指導費を算定しておらず、(3)他のサービス事業所において口

腔連携強化加算を算定していないこと。）に適合しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知 事に対し、老健局長が定める様式による届出を

行った事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の

同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を

行った場合。 

＊各種加算⑨は、１診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと 

        ２診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を

診療録に記載すること 

        ３利用者の主治医に対して、利用者の同意を得て、診療状況等を示す文書を添えて必

要な情報の提供を行うこと 

        １、２、３を、治療管理を目的として居宅サービス計画において計画的に行うことと

なっていないサービス利用を行った場合 

＊各種加算⑩は、利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合に、緊急の投薬・検査・注射・

処置等を行った場合 連続する３日限度 １月に１回限度 

＊各種加算⑪は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報組織を使用する方法に

より、都道府県知事に届け出た場合に加算（基準については職員にお尋ねください）。 

＊各種加算⑫は、生産性向上推進体制加算Ⅰ 

        １利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方針を検

討するための委員会において、次の事項について検討を行い、及び事項の実施を定期

的に確認していること 

（１）業務の効率化及び質の向上又は職員の負担軽減に資する機器（以下、介護機器）

を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 

（３） 職員の負担の軽減及び職務状況への配慮介護機器の定期的な点検 

（３）業務効率化及び質の向上並びに職員尾負担軽減を図るための職員研修 

２、１の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及び質の確保並びに職員の負

担軽減に関する実績があること 

         ３介護機器を複数種類活用していること 

４、１の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及び質の確

保並びに負担軽減について必要な検討を行い、検討を踏まえて必要な取り組みを実施

し、及び取組の実施を定期的に確認すること。 

５事業年度ごとに１、３及び４の取組による業務の効率化及び質の確保並びに職員の

負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

生産性向上推進体制加算Ⅱ 

１を満たしていること及び、介護機器を活用していること並びに事業年度ごとに、介

護機器を活用していることと１の取組による業務の効率化及び質の確保並びに職員

の負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告していること 

＊各種加算⑬は、サービス提供体制強化加算Ⅰ 



 

 
 

              

        介護職員のうち、介護福祉士が８０％以上配置され、その内勤続年数十年以上の介護

福祉士が３５％以上配置されている場合 

        サービス提供体制強化加算Ⅱ 

        介護職員のうち、介護福祉士が６０％以上配置されている場合 

        サービス提供体制強化加算Ⅲ 

        介護職員のうち介護福祉士が５０％以上配置されている場合、或いは介護・看護職員

のうち常勤職員が７５％以上配置されている場合、或いは、７年以上の勤続年数者が

３０％以上配置されている場合 

＊各種加算⑭は、（1）介護職員等の賃金改善について、介護職員等処遇改善加算Ⅳ（4.4％）を算定した

場合に算定が見込まれる額の二分の一以上を基本給又は毎月の手当てに充て、介護福祉

士であって経験・技能のある介護職員のうち 1人は賃金改善後の見込み額が四百四十万

以上（理由によりこのかぎりではない）であること。 

        （2）（1）の賃金改善に関する介護職員等処遇改善計画を作成して全職員に周知し、都

道府県知事に届け出ていること。 

        （3）加算の算定額に相当する賃金改善を理由がない限り（理由は知事に報告）は実施

すること。 

        （4）処遇改善に関する実績を知事に報告すること。 

        （5）労働基準法、労働者災害補償法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法等に

違反していないこと。 

        （6）労働保険料の納付が適切に行われていること。 

        （7）介護職員任用の際における職責又は職務内容等の要件を定め、要件について書面

にて作成し全ての職員に周知し、介護職員資質向上支援の計画を策定し研修の機会を

確保、又、それを全ての職員に周知し、介護職員の経験や資格等に応じて昇給する仕

組み又は一定の基準に基づく定期昇給を判定する仕組みを設け、その仕組みについて

書面にて作成し全ての職員に周知していること。 

        （8）（2）の届出に係る期間中に実施する処遇改善の内容と改善に要する費用見込額を

全ての職員に周知していること。 

        （9）（8）の内容等についてインターネットの利用等適切な方法により公表しているこ

と。 

        （10）サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを届け出ており、本体介護老人保健施設が

介護職員処遇改善加算Ⅰを届け出ていること。 

        上記要件の（1）から（9）までの基準に適合すること。  

＊各種減算①は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年 3 月 14 日厚生

省令第三十五号）第百九十一条第二項及び第三項に規定する基準（身体的拘束等を行

う場合に、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録すること。身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を

図ること。身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。介護職員その他の従

業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。）に適合し

ていないこと。 

＊各種減算②は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18年 3月 14日厚生

省令第三十五号）第百九十五条において準用する第五十三条の十の二に規定する基準

（虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。虐待の防止のための指針

を整備すること。介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的

に実施すること。措置を適切に実施するための担当者を置くこと。）に適合していな

いこと。 

＊各種減算③は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18年 3月 14日厚生

省令第三十五号）第百九十五条において準用する第五十三条の二の二第一項に規定す



 

 
 

              

る基準（感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保健施設サービス

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。）に適

合していないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎介護保険負担限度額認定証の自己負担 

サービス種類 利用料 減額対象者 内容等 

食費 
１，９５０

円／日 

①      300 円／日 

食材料費＋調理代 

朝食６５０円昼食６５０円夕食６５０円 

②      600 円／日 

③-① 1，000 円／日 

③-② 1，300 円／日 

滞在費 

 ①       0 円／日 光熱水費相当 

５６０ ②       430 円／日 ●一般棟 4 人部屋・2 人部屋 

円／日 ③-①② 430 円／日  

 ①      550 円／日 室料＋光熱水費相当 

１，７６０ ②      550 円／日 ●一般棟個室 

円／日 ③-①② 1,370 円／日  

＊食費と滞在費欄で減額対象者とは、以下の区分とする。 

①は生活保護受給者又は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税の老齢

福祉年金受給者 

②は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税年金収

入額及び非課税年金収入額の合計が８０万円以下の方で、尚且つ預貯金等の合計が単身で  

６５０万円（夫婦で１，６５０万円）未満の方。 

③-①は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税年

金収入額及び非課税年金収入額の合計が８０万円超１２０万円以下の方で、尚且つ預貯金等

の合計が単身で５５０万円（夫婦で１，５５０万円）未満の方。 

③-②は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税年

金収入額及び非課税年金収入額の合計が１２０万円超の方で、尚且つ預貯金等の合計が単身

で５００万円（夫婦で１，５００万円）未満の方。 

＊医療については、当施設の医師が対応できる医療に関しては、介護保険給付サービスに含ま

れているが、当施設の医師で対応できない処置や手術及び病状の著しい変化に対する医療に

ついては、往診や入院・通院の対応となり、医療保険の自己負担金を別途負担していただく。 

 



 

 
 

              

聖寿園指定介護予防短期入所療養介護利用約款 
第１条（約款の目的） 

聖寿園指定介護予防短期入所療養介護（以下「事業者」という。）は、要支援状態と認

定された契約者に対し、介護保険法令の趣旨に従い、利用者の心身の状況若しくは病状

により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して、

看護・医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要があ

るものを対象に、介護老人保健施設の療養室等において、指定介護予防短期入所療養介

護を提供し、一方、契約者及び契約者の身元保証人は、聖寿園に対しそのサービスに対

する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。 

第２条（適用期間） 

契約者が、指定介護予防短期入所療養介護利用契約書を当施設に提出したときから効力

を有し、要支援認定期間までとする。要支援認定更新後も契約内容に変更がない場合は

同じ条件で更新されるものとし、契約内容に変更が生じた場合には、新たに同意を得る

ものとします。 

第３条（介護予防短期入所療養介護計画の決定及び変更) 

（１）事業者は、介護予防サービス計画に基づき、介護支援専門員に介護予防短期入所療養介

護計画の作成に関する業務を担当させるものとします。 

（２）介護予防短期入所療養介護計画は、計画担当介護支援専門員が契約者及びその家族等に

対して説明し、同意を得た上で決定します。 

（３）事業者は、計画担当介護支援専門員に定期的又は、契約者及びその家族等の要請に応じ

て、介護予防短期入所療養介護計画の変更の必要があるかどうか調査させ、その結果変

更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、計画を変更

するものとします。 

（４）介護予防短期入所療養介護計画書は、書面により契約者又はその家族等に対して交付す

るものとします。 

第４条（介護予防短期入所療養介護サービスの内容） 

   事業者は、介護保険給付対象サービスとして、聖寿園において契約者に対し看護・医学

的管理の下、介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上のお世話を行うも

のとします。 

第５条（契約者が負担する利用料金） 

事業者は、契約者及び身元保証人との合意に基づき以下に掲げるものについてサービス

を提供し、その対価として重要事項説明書に定める金額の支払いを受けるものとします。 

（１）契約者の要支援認定によるサービス利用料金から、介護保険給付費額を除いた金額 

（２）滞在費（従来型個室は室料及び光熱水費相当額、多床室は光熱水費相当額） 

（３）食費（食材料費及び調理費相当額） 

（４）特別な室料（契約者が選定する特別な療養室の提供に伴う費用） 

（５）洗濯代（契約者又は身元保証人の依頼により、契約者が使用した衣類等を施設洗濯した

場合） 

（６）教養娯楽費（契約者の希望による、レクリエーションやクラブ活動を行った場合の材料

費） 

（７）電気代（契約者が希望し、持ち込む電化製品の電気使用料） 

（８）理美容代（契約者又は身元保証人の依頼により理・美容師が行うサービスの費用） 

（９）他科受診料（契約者又は身元保証人の了解を得て、聖寿園の医師が依頼して他の医療機

関を受診する場合の医療保険一部負担） 



 

 
 

              

（10）健康管理費（インフルエンザ予防接種費用） 

（11）契約者が希望して購読する新聞・書籍代 

（12）診断書料 

（13）日用品費（契約者又は身元保証人の依頼により提供する日用品の費用） 

（14）領収書の再発行手数料（入所者又は家族の依頼による領収書の再発行手数料） 

（15）郵便物配送料（入所者又は家族の依頼により施設から郵送する郵便物等の配送料） 

（16）X 線フィルム等のCD-R コピー代（入所者又は家族の依頼による CD-R コピー代） 

（17）死後処置料（身元保証人の依頼により処置を行った場合） 

第６条（利用料金の変更） 

   介護保険給付費体系の変更や、その他やむを得ない事由により料金の変更があった場合

は、事業者は当該サービス利用料金を変更することができ、契約者及び身元保証人に説

明し同意を得るものとします。 

 ２ 契約者及び身元保証人は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約は解

除となります。 

 ３ 契約者世帯の家計状況の急変等により前条（４）に定める利用料については、別途相談

に応じます。 

第７条（利用料金の支払い） 

   契約者及び身元保証人は、連帯して約款に基づき個別に利用したサービス等の提供に伴

う費用を支払う義務があります。 

 ２ 第５条１項から９項は利用月末締めで計算し、翌月の１０日～２０日迄に聖寿園窓口に

おいて直接支払うことを原則とします。 

 ３ 聖寿園は、契約者又は身元保証人から支払いを受けたときは、支払者に対し領収証を発

行します。 

第８条（身体拘束の禁止） 

   聖寿園は、原則として身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむ

を得ない場合は、医師が判断し身体拘束、その他契約者の行動を制限する行為を行うこ

とがあります。この場合には、身元保証人の同意を得て行い、その様態及び時間、その

際の契約者の心身の状況、拘束せざるを得ない理由を診療録に記載します。 

第９条（虐待の防止） 

   聖寿園は、契約者の人権の擁護、虐待の防止等のために、虐待の防止に関する責任者を

選定し、次の各号に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や、知識や技術の向上に努めます。 

（２） 従業者又は擁護者等により虐待を受けたと思われる契約者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。 

第 10 条（個人情報の保護及び守秘義務） 

   聖寿園の従業者は、業務上知り得た契約者又は身元保証人若しくはその家族等に関する

秘密を、正当な理由無く第三者に洩らしません。又聖寿園を退職した後も同様の扱いと

します。但し、次の各号についての情報提供は、契約者及び身元保証人に予め同意を得

た上で行うこととします。 

（１）介護保険サービス及びその他保健医療・福祉サービスを円滑に利用するに当たり、市町

村、居宅介護支援事業者、サービス事業者等への情報の提供を行います。但し情報提供

について同意されない場合は、サービスが円滑に利用できないことがあります。 

（２）職員のサービスの質の向上のための研究会での事例研究発表。尚、この場合個人が特定



 

 
 

              

されないように仮名等を使用することを厳守します。 

 ２ 前項は、契約終了後も同様の扱いとします。 

第 11 条（緊急時の対応） 

   聖寿園の医師は、契約者に対し医学的判断により、併設医療機関又は協力歯科医療機関

等の診療を依頼又は紹介することがあります。 

 ２ 前項の他、入所中に契約者の心身の状態が急変した場合、身元保証人若しくはその家族

に対し、緊急に連絡します。 

第 12 条（要望又は苦情の対応） 

   契約者及び身元保証人等は、聖寿園が提供する介護保険サービスに対して、要望及び苦

情がある場合、苦情受付担当者に申し出るか、事務所カウンターに設置のご意見箱に管

理者宛の文書を投函することができます。 

第 13 条（事業者の損害賠償責任） 

   聖寿園は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により、

契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第９条に定める守秘義務に違反

した場合も同様とします。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者

の置かれた心身の状況を尠酌して、相当と認められる時に限り損害賠償責任を減じるこ

とができるものとします。 

第 14 条（事故発生の防止及び発生時の対応） 

聖寿園の管理者は、施設サービスの提供により事故発生の防止に努め、万が一事故が発

生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じるものとします。 

２ 事故発生又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合は、状況及び事故に際してとっ

た処置について記録し、改善策を検討します。 

 ３ 聖寿園管理者は、事故発生防止の為の委員会を設置し研修を行うものとします。 

４ 聖寿園管理者は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合は、

速やかに損害賠償を行うものとします。但し、事業所の責めに帰すべからざる事由によ

る場合は、この限りではありません。 

 

第 15 条（損害賠償がなされない場合） 

   事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ、

以下の各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。 

（１）契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを

告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

（２）契約者が、サービスの実施に当たって、必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に

これを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

（３）契約者の急激な体調変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら

起因して損害が発生した場合 

（４）契約者が事業者若しくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起

因して損害が発生した場合 

第 16 条（契約の終了及び解除） 

   事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる

事由により、サービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施した

サービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求しないものとします。 



 

 
 

              

 ２ 事業者は、契約者が次の各号に該当する場合は契約を終了又は解除するものとします。 

（１）契約者が、死亡した場合 

（２）要支援認定の更新により自立又は要介護と認定された場合 

（３）契約者又は身元保証人が利用料を請求月末までに支払わなかった場合 

（４）事業の目的や運営方針に著しく反した場合 

（５）契約者は、聖寿園従業者若しくは他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけ、又は

著しい背信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい事情が生じた場合 

第 17 条（協議事項） 

   本契約に定められていない事項について、事業者は介護保険法その他諸法令の定めると

ころに従い、契約者と誠意を持って協議するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

聖寿園指定介護予防短期入所療養介護重要事項説明書 

 

 

 

１．施設の概要 

（１）法人名   医療法人社団松嶺会 

（２）事業所名  聖寿園 指定介護予防短期入所療養介護 

（３）所在地   群馬県太田市熊野町３８－８１ 

（４）電話番号  ０２７６－２２－１１７０ 

（５）ＦＡＸ   ０２７６－２５－４５６２ 

（６）代表者   理事長   

（７）管理者         

（８）開設年月日    昭和６３年８月１日 

（９）介護保険事業指定番号   １０５０５８００１６ 

 

２．事業の目的 

  居宅要支援者について、短期間入所し介護予防短期入所療養介護計画に基づいて、看護・

医学的管理のもと、介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上のお世話を行

います。 

 

３．運営方針 

  ①聖寿園は、ご利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよ

うにすると共に、看護・医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要なリハビリ

テーションを行うことにより、機能の回復・維持を図ります。 

  ②聖寿園は、ご利用者の意思及び人格を尊重し、ご利用者の立場に立ってサービスの提供

に努めます。 

  ③聖寿園は、明るく家庭的な雰囲気を心がけ、地域や家庭との結びつきを重視した運営を

行い、保険者、居宅介護支援事業者、包括支援センター、居宅サービス事業者、その他

の保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。 

 

４．療養室定員 入所定員に空きがある場合にご利用できます。 

  一 般 棟 （５０床）    個室…２室、２人室…４室、４人室…１０室 

   

 

 

 

 

 



 

 
 

              

５．職員配置基準 

 入所定員１００名 業務内容 

医師 １以上 医学的管理及び指導業務 

看護職員 ９以上 夜勤     

５ 

医学的管理のもと行われる看護及び介護業務 

介護職員 ２５以上 施設内での日常生活の介護 

理学・作業療法士等 １以上 心身のリハビリテーション 

支援相談員 １以上 利用者の生活相談 

管理栄養士 １以上 栄養指導、栄養マネジメント 

薬剤師 ０．３３以上 薬の処方に関する指導等 

介護支援専門員 １以上 施設サービス計画作成 

事務職員 必要数 請求事務及び設備管理等 

調理員 必要数 調理業務 

その他 必要数 衛生業務、介護補助等 

＊入所定員に空きがある場合にご利用可能なため、職員は入所との兼務となる。 

 

６．サービス内容 

① 健康管理・・・医師や看護職員が、健康管理を行います。 

② リハビリテーション・・・理学療法士、作業療法士等により、集団及び個別にリハビリを

行います。 

③ 食事・・・自立支援のため、離床して食堂でのお食事を原則と致します。 

朝食  ８：００～ ８：３０ 

昼食 １２：００～１２：３０  ※病状等により医師の指示による 

夕食 １８：００～１８：３０   療養食を提供します。 

④ 入浴・・・一般浴槽を使用し最低週２回入浴できます。 

※身体の状態により入浴できないときは、清拭を行います。 

⑤ 排泄・・・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

⑥ その他自立支援 

     ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

     ・生活リズムを大切にし、普段着への更衣を促していきます。 

     ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるように援助します。 

⑦ 送迎（実施区域･･･太田市、千代田町、邑楽町、大泉町、桐生市、伊勢崎市、足利市） 

⑧ ご契約者様又はご家族様の希望により施設で行う衣類の洗濯 

⑨ ご契約者様又はご家族様の希望により理美容師による出張理美容サービスの取次ぎ 

⑩ 教養・娯楽 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

７．利用料金（別紙一覧表） 

① 介護保険 １割負担から３割負担（各利用者の自己負担割合によります。） 

② 介護保険給付以外の利用料……食費、滞在費、特別な室料、特別な食事、教養娯楽費、持

込み電化製品の電気代、洗濯代、日用品費等 

    ＊食費、滞在費の負担は、負担限度額認定証の対象となる方は、記載された金額とな

るため、認定証のある方は、必ず聖寿園事務所窓口へ提示してください。 

 

８．利用料金の支払い 

請求書締め日･･･利用月末締め 

支払い日･･･利用月翌月の１０日～２０日迄 

       日曜日、祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆は除く 

支払い受付時間･･･午前９：００～午後１：００ 

又は午後２：００～午後５：００ 

支払い方法･･･聖寿園受付窓口まで 

現金にてお支払い下さい。 

 

 

９．併設医療機関 

冨士ヶ丘病院  内科・リハビリテーション科・麻酔科 

      太田市熊野町３８－８１ 

 

協力介護老人保健施設 

医療法人社団 松嶺会 介護老人保健施設 金山 

      群馬県太田市東金井町１８５６－１８ 

 

協力特定施設 

      医療法人社団松嶺会 介護付高齢者住宅 松寿園 

      太田市熊野町３８－８１ 

 

協力特定施設 

      医療法人社団松嶺会 介護付有料老人ホーム 桜の里 

      太田市熊野町３８－７５ 

 

 

 

 

 



 

 
 

              

１０．ご利用にあたっての留意事項 

【ご面会】 

    午前９：００～午後７：００ 

      ＊ご面会の方は、各階のセンター備え付けの面会簿にご記入下さい。 

      ＊泥酔状態でのご面会や、他の利用者様に迷惑となる行為はご遠慮下さい。 

      ＊食事制限や、嚥下状態により食べ物の差し入れを制限させていただくことがあ

りますので、各階の職員にご確認ください。 

      ＊インフルエンザ、コロナ、感染性胃腸炎等の流行が懸念される場合には、利用

者の健康維持を考慮して面会制限を実施することがあります。面会制限を実施

する場合には掲示等によりお知らせいたします。 

【外出・外泊】 

      必ず医師の許可を得てください。尚、外出中に他の医療機関を受診したり入院す

ることはできません。 緊急やむを得ない場合も、必ず聖寿園に連絡をしてくだ

さい。 

【火気等の持ち込み】 

      入所される方は、ライター・発火物及び刃物類の持ち込みを禁止します。 

【設備・備品】 

      施設内の設備、備品等は独占しないよう皆さんで大切にご利用ください。 

【所持品等】 

      施設への持ち込みは、必要最低限の生活用品とし、必ず記名してください。 

      ご利用者様が管理する金銭及び貴重品の紛失・破損は施設として一切の責任を負

いかねます。 

【宗教・政治活動】 

      施設内での一切の宗教・政治活動を禁止します。 

【ペットの持ち込み】 

      施設内へのペットの持ち込みを禁止します。 

【その他】 

      職員へのお心付けは遠慮させていただいております。 

【非常災害対策】 

      ◎防災設備…スプリンクラー、消火器、消火栓、非常用滑り台 

      ◎防災訓練…年２回 

      ご利用者様にも、避難訓練にご協力をお願いしております。 

【ご契約解除】 

      請求月の月末（日曜日及び聖寿園が指定する休みにあたった場合はその前日）迄

にお支払いがない場合は、支払期限の翌月以降の契約を解除させて頂きますが、

契約解除後も支払い義務は発生します。 

 

１１．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

 ◎第三者評価の実施はありません。 

 

 



 

 
 

              

１２．苦情の受付   月～金９：００～１７：００ 

◎聖寿園苦情解決責任者    管理者              

苦情解決委員      看護主任         

                 介護主任         

                 リハビリ担当職員     

                 支援相談員        

介護支援専門員      

 ※電話での受付は、０２７６－２２－１１７０へ 

 ※事務所カウンター横の苦情受付箱への投函も受け付けます。 

 

公共機関の苦情受付窓口 

  ◎太田市役所介護サービス課   電話０２７６－４７－１９３８ 

  ◎千代田町役場住民福祉課    電話０２７６－８６－７０００ 

◎邑楽町役場福祉介護課     電話０２７６－４７－５０２１ 

◎大泉町役場高齢介護課     電話０２７６－６２－２１２１ 

◎桐生市役所健康長寿課     電話０２７７－４６－１１１１ 

◎伊勢崎市役所介護保険課    電話０２７０－２７－２７４３ 

◎足利市役所元気高齢課     電話０２８４－２０－２１３６ 

各月～金 ８：３０～１７：１５ 

  ◎群馬県国民健康保険団体連合会 介護保険推進課  電話０２７－２９０－１３７６ 

  ◎栃木県国民健康保険団体連合会 介護福祉課    電話０２８－６４３－２２２０ 

    月～金 ８：３０～１７：００ 

 

１３．個人情報の保護 

◎個人情報保護法に基づき、聖寿園では次のとおり情報の利用目的を特定します。 

【介護の提供に必要な利用目的】 

（介護関係事業者内部での利用に係る事例） 

◆聖寿園が提供する介護サービス 

◆介護保険事務 

◆利用者に係る聖寿園の管理運営業務のうち、入退所等の管理、会計・経理、事故等の報告、

当該利用者のサービスの向上 

（他の事業者等への情報提供を伴う事例） 

◆当該利用者の退所により、居宅介護支援事業者及び保健・医療・福祉サービス事業所との連

携 

◆その他の業務委託 

◆家族等への心身の状況説明 

◆審査支払機関へのレセプト提出 

◆審査支払機関、保険者、居宅介護支援事業所からの照会への回答 

◆損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

（聖寿園の管理運営業務） 

◆介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

◆聖寿園で行われる看護・介護・リハビリ等の実習への協力 

◆法人内部での症例研究（個人が特定されないように配慮します） 

１４．聖寿園指定介護予防短期入所療養介護の利用料金表（運営規定参照） 


